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宮
崎
県
立
図
書
館
主
催
の
「
宮
崎
県
文
化
講
座
」
は
、昭
和
四
十
九
年
度
に
「
宮
崎
県
地
方
史
講
座
」
と
し
て
開
設
し
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、

平
成
十
九
年
度
に
は
地
域
の
歴
史
の
み
な
ら
ず
、
自
然
科
学
を
含
め
た
文
化
の
充
実
と
向
上
を
目
指
し
て
、「
宮
崎
県
文
化
講
座
」
と
改
称
し

現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

例
年
、
宮
崎
県
の
歴
史
・
考
古
・
民
俗
・
人
物
・
動
植
物
・
地
理
・
地
質
・
災
害
な
ど
に
関
し
て
研
究
を
さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
の
中
か
ら

講
師
を
招
聘
し
講
座
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
二
十
八
年
度
は
、
小
泉
岳
司
氏
「
宮
崎
県
周
辺
の
最
近
の
火
山
活
動
」、
末
永
和
孝
氏

「
伊
豆
国
の
伊
東
氏
と
日
向
入
国
」、
大
學
康
宏
氏
「
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
」
の
計
３
回
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

本
研
究
紀
要
の
内
容
は
、
前
述
の
講
座
の
内
容
を
講
師
の
方
々
に
文
章
に
ま
と
め
て
も
ら
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
紀
要
は
、「
宮
崎
県
地
方

史
研
究
紀
要
」
と
し
て
創
刊
号
が
ス
タ
ー
ト
し
、第
三
十
四
輯
か
ら
「
宮
崎
県
文
化
講
座
研
究
紀
要
」
と
タ
イ
ト
ル
を
変
更
を
し
て
い
ま
す
が
、

前
回
の
第
四
十
二
輯
ま
で
の
各
号
は
県
内
外
の
様
々
な
研
究
者
の
方
々
に
利
用
さ
れ
、
本
県
の
学
術
研
究
の
発
展
に
大
い
に
寄
与
し
て
き
ま

し
た
。

今
後
も
、
当
館
の
研
究
紀
要
が
県
民
の
皆
さ
ま
に
と
り
ま
し
て
、
生
涯
学
習
の
糧
と
な
り
、
ま
た
「
ふ
る
さ
と
宮
崎
」
の
歴
史
や
文
化
に

誇
り
を
も
つ
た
め
の
礎
と
な
り
ま
す
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

最
後
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
刊
行
さ
れ
る
「
宮
崎
県
文
化
講
座
研
究
紀
要
」
第
四
十
三
輯
に
御
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
三
名
の
先
生
方
、

講
座
開
催
に
あ
た
り
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
諸
機
関
に
対
し
ま
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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一
　
伊
東
氏
の
祖

　

中
臣
鎌
子
（
鎌
足
）
は
、
中
大
兄
皇
子
（
天
智
天
皇
）
ら
と
大
化
改
新
の
計

画
に
参
画
し
、
律
令
体
制
の
基
礎
を
築
い
た
。
鎌
足
が
臨
終
の
と
き
、
天
智
天

皇
よ
り
藤
原
朝
臣
の
姓
を
賜
り
、
藤
原
氏
の
祖
と
な
っ
た
。
鎌
足
の
子
、
不
比

等
に
は
、
武む

ち智
麻ま

ろ呂
、
房ふ

さ
さ
き前
、
宇う

ま
か
い合
、
麻ま

ろ呂
の
四
人
の
子
息
が
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
南
家
、
北
家
、
式
家
、
京
家
を
名
乗
り
、
藤
原
四
家
と
呼
ば
れ
た
。
奈
良
時

代
に
は
武
智
麻
呂
の
南
家
が
全
盛
で
あ
っ
た
が
、
七
六
四
年
、
武
智
麻
呂
の
子
、

仲な

か

ま

ろ

麻
呂
（
恵え

み

の

お

し

美
押
勝か

つ

）
が
称

し
ょ
う

徳と
く

天
皇
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
道ど

う

鏡き
ょ
うを
除
こ
う
と

し
て
失
敗
し
斬
罪
に
処
せ
ら
れ
る
と
、
南
家
の
勢
い
は
衰
え
た
。
伊
東
家
は
仲

麻
呂
の
弟
、
乙お

と

麻ま

ろ呂
の
流
れ
を
汲
む
家
で
あ
っ
た
。

　

平
安
時
代
に
な
る
と
、
北
家
が
藤
原
氏
の
主
流
と
な
っ
た
。
北
家
は
、
天

皇
の
外
戚
と
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
、
八
六
六
年
に
は
良
房
が
摂
政
と
な
り
、

八
八
〇
年
に
基
経
が
関
白
に
な
る
と
、
外
戚
と
摂
関
の
地
位
を
独
占
し
、
摂
関

政
治
を
展
開
し
た
。
お
も
だ
っ
た
官
職
は
北
家
が
独
占
し
、
主
流
か
ら
外
れ
た

南
家
な
ど
三
家
は
、
他
の
貴
族
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
た
。

　

中
央
で
優
遇
さ
れ
な
い
貴
族
は
、受ず

り
ょ
う領
（
現
地
で
国
司
と
し
て
実
務
を
行
う
）

と
し
て
現
地
に
赴
き
、税
徴
収
権
を
利
用
し
て
巨
額
の
富
を
築
い
て
帰
国
し
た
。

「
今
昔
物
語
」
に
は
、
日
向
守
が
在
職
中
の
不
正
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
、
書
記

に
関
係
書
類
を
改
ざ
ん
さ
せ
、
作
業
が
終
わ
っ
た
後
、
そ
の
書
記
を
殺
さ
せ
た

と
い
う
話
が
で
て
い
る
。
こ
れ
は
受
領
の
不
正
を
物
語
る
事
例
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
、
成じ

ょ
う
ご
う功
や
重ち

ょ
う
に
ん任
と
い
っ
た
売ば

い
か
ん官
に
よ
っ
て
国
司
の
職
を
得
る
者
も
で
て

き
た
。
さ
ら
に
、
地
方
の
官
職
に
つ
い
た
貴
族
の
な
か
に
は
、
任
期
が
来
て
も

帰
郷
せ
ず
、
土
着
の
武
士
団
の
棟
梁
に
な
る
者
も
い
た
。

　

藤
原
南
家
の
為た

め

憲の
り

（
鎌
足
か
ら
一
一
代
）
は
、
九
四
〇
年
の
平
将
門
の
追

討
に
功
を
あ
げ
、「
従
五
位
下
、
木
工
助
藤
原
氏
」
と
な
っ
た
。
木も

く

の

す

け

工
助
と
は

木も

く

り

ょ

う

工
寮
の
次
官
の
役
職
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
か
ら
、
木
工
助
の
工
と
藤
原
氏

の
藤
を
と
っ
て
工く

ど

う藤
氏
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
　
伊
豆
に
入
国
と
家
督
争
い

　

為
憲
の
あ
と
、
一
六
代
惟こ

れ

職も
と

は
、
伊
豆
国
の
押お

う
り
ょ
う
し

領
使
に
任
命
さ
れ
、
伊
豆
半

島
の
伊
藤
庄
に
移
住
し
た
。
押
領
使
は
、
本
来
、
大
宝
律
令
に
は
な
い
官
職
で
、

在
地
の
土
豪
を
任
命
し
て
い
た
。
し
か
し
、
瀬
戸
内
海
の
海
賊
の
棟
梁
で
あ
っ

た
藤
原
純
友
の
乱
前
後
か
ら
常
遣
の
官
職
と
な
っ
た
。
そ
の
任
務
は
国
内
の
兇

徒
鎮
圧
で
あ
っ
た
。
伊
豆
国
に
移
住
し
た
惟
職
は
伊
藤
氏
を
名
乗
り
、
伊
東
氏

の
初
代
と
な
っ
た
。
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家
継
の
時
代
に
は
、
宇
佐
美
、
河
津
、
伊
藤
の
三
庄
を
領
し
、
伊
藤
氏
の
本

領
と
な
っ
た
。
家
継
は
、
祐
家
が
早
死
し
て
い
た
の
で
、
家
督
を
祐
継
に
ゆ
ず

っ
た
。
し
か
し
、
祐
家
の
子
、
祐
親
は
こ
の
処
置
に
不
満
を
い
だ
い
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
祐
継
と
祐
親
は
不
仲
で
あ
っ
た
。

　

祐
継
は
一
一
六
〇
年
に
死
去
し
た
。
祐
継
は
、
死
後
の
家
督
を
祐
経
に
譲
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
当
時
、
祐
経
は
九
歳
で
あ
っ
た
た
め
、
祐
親
を
祐
経
が

成
人
す
る
ま
で
の
後
見
人
と
定
め
、
後
事
を
託
し
た
。

　

祐
親
は
、
祐
経
が
一
五
歳
に
な
る
と
、
娘
を
祐
経
に
娶
ら
せ
、
京
都
の
平
重

盛
に
あ
ず
け
た
。
平
重
盛
は
荘
園
の
本
所
の
立
場
に
あ
っ
た
。
祐
経
は
、
重
盛

を
烏
帽
子
親
と
し
て
元
服
し
、
そ
の
後
、
武
者
所
の
主
席
と
な
り
、
一い

ち
ろ
う臈
と
よ

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
当
時
の
平
家
の
公
達
と
同
様
、
歌
舞
音
曲

を
は
じ
め
と
し
て
、
京
の
み
や
び
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
。

　

一
一
七
六
年
（
祐
経
二
五
歳
）
ご
ろ
、
母
か
ら
書
簡
が
届
き
、
祐
親
が
後
見

と
な
っ
た
い
き
さ
つ
や
、
祐
経
が
成
人
す
れ
ば
家
督
を
継
が
せ
る
と
い
う
約
束

を
し
て
い
た
こ
と
を
文
書
等
で
知
り
、
家
督
相
続
の
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
祐
経

は
、
当
初
、
こ
れ
ま
で
の
働
き
や
朝
廷
内
の
知
名
度
か
ら
、
訴
訟
は
か
な
ら
ず

勝
利
す
る
と
確
信
し
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
、
伊
豆
国
に
お
け
る
状
況
は
祐

経
が
伊
豆
国
に
い
た
と
き
と
は
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。
一
一
五
九
年
の
平
治

の
乱
に
よ
っ
て
敗
北
し
た
源
義よ

し
と
も朝
の
一
子
、
源
頼よ

り
と
も朝
が
、
翌
年
、
伊
豆
国
の 

蛭ひ
る

ヶ
小
島
（
静
岡
県
伊
豆
の
国
市
四
日
市
）
に
配
流
と
な
り
、
そ
の
監
視
役
と

し
て
北
条
時と

き
ま
さ政
と
伊
藤
祐
親
が
あ
た
っ
て
い
た
。
祐
親
は
平
家
や
朝
廷
に
と
っ

て
重
要
な
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
祐
経
は
訴
訟
で

期
待
し
て
い
た
有
利
な
判
決
が
え
ら
れ
ず
、
伊
豆
国
に
帰
っ
て
武
力
に
訴
え
る

こ
と
を
決
意
し
た
。

　

ほ
ど
な
く
、
祐
経
の
郎ろ

う
ど
う等
は
、
祐
親
の
子
、
祐
通
を
狩
場
で
射
殺
し
た
。
祐

通
に
は
祐
成
と
時
致
と
い
う
二
人
の
男
児
が
い
た
が
、
兄
弟
は
成
人
し
て
後
、

一
一
九
三
年
に
富
士
の
裾
野
の
狩
場
で
祐
経
を
討
ち
、
親
の
仇
討
ち
を
は
た
す

こ
と
に
な
る
。
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三
　
頼
朝
の
御
家
人
と
な
っ
た
祐
経

　

伊
豆
国
の
蛭
ヶ
小
島
に
配
流
さ
れ
た
源
頼
朝
は
、
監
視
役
の
北
条
家
と
伊
藤

家
を
行
き
来
し
て
い
た
。
一
一
六
七
年
ご
ろ
、
伊
藤
家
に
滞
在
し
て
い
た
頼
朝

は
、
伊
藤
祐
親
が
在
京
中
に
、
祐
親
の
娘
と
の
間
に
一
子
を
も
う
け
た
。
帰
郷

し
て
こ
れ
を
知
っ
た
祐
親
は
、
平
家
を
は
ば
か
り
、
子
供
を
殺
し
、
娘
を
他
家

に
嫁
入
り
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
頼
朝
も
襲
撃
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
こ
と
を

祐
親
の
子
、
祐
清
が
頼
朝
に
知
ら
せ
た
の
で
、
頼
朝
は
北
条
館
に
逃
げ
込
み
難

を
逃
れ
た
。
そ
の
後
、
一
一
七
七
年
、
頼
朝
は
北
条
時
政
の
娘
、
政
子
と
婚
姻

を
結
ん
だ
。

　

頼
朝
は
、
一
一
八
〇
年
、
以も

ち
ひ
と
お
う

仁
王
の
令り

ょ
う
じ旨
に
応
じ
、
北
条
時
政
ら
関
東
武

者
の
支
援
を
う
け
て
挙
兵
し
た
。
挙
兵
後
の
石
橋
山
の
戦
い
で
は
、
頼
朝
は

三
〇
〇
余
騎
を
率
い
て
陣
を
は
っ
た
。
一
方
、
平
家
方
は
平
家
被
官
の
者
な
ど

三
〇
〇
〇
余
騎
で
あ
っ
た
。
頼
朝
の
兵
が
少
な
い
の
は
三
浦
氏
な
ど
の
兵
が
遅

れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

石
橋
山
の
戦
い
の
と
き
、伊
藤
一
族
は
敵
味
方
と
な
っ
て
戦
っ
た
。
祐
親
は
、

平
家
方
と
し
て
、
兵
三
〇
〇
余
騎
を
率
い
て
参
戦
し
た
。
一
方
、
頼
朝
方
に
は
、

祐
経
の
叔
父
の
工
藤
介
茂
光
や
、
そ
の
子
の
五
郎
親
光
、
さ
ら
に
祐
経
の
弟
、

宇
佐
美
三
郎
祐
茂
ら
が
参
戦
し
て
い
た
。
当
時
、
伊
藤
家
は
家
督
相
続
で
も
め

て
い
た
た
め
、
そ
の
影
響
が
で
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
年
、
祐
親
は
伊
豆
沖
で

廻
船
中
に
捕
虜
と
な
り
、
三
浦
氏
に
預
け
ら
れ
た
が
、
二
年
後
に
死
亡
し
た
。

こ
こ
に
、
祐
経
と
本
家
の
相
続
で
争
っ
て
い
た
伊
藤
祐
親
一
族
は
滅
亡
し
た
。

　

祐
経
は
い
つ
か
ら
頼
朝
の
御
家
人
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

工
藤
祐
経
の
名
が
は
じ
め
て
「
吾あ

づ

ま妻
鏡か

が
み」

に
み
え
る
の
は
、
一
一
八
四
年
四
月

二
〇
日
の
記
事
で
あ
る
。
祐
親
が
死
ん
で
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
祐
親
の
死

に
つ
い
て
は
、
処
刑
と
自
殺
の
二
説
が
あ
る
。「
吾
妻
鏡
」
に
は
、
政
子
の
懐

妊
に
よ
り
、
恩
赦
と
し
て
助
命
し
よ
う
と
し
た
が
、
御
家
人
た
ち
に
恥
を
さ
ら

す
の
は
無
念
と
し
て
自
害
し
た
と
記
し
て
い
る
。
自
害
の
知
ら
せ
を
受
け
た
頼

朝
は
、
自
分
を
救
っ
て
く
れ
た
祐
親
の
子
、
祐
清
を
御
家
人
に
し
よ
う
と
説
得

す
る
が
、
祐
清
は
こ
れ
を
断
り
誅
殺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、

頼
朝
に
は
伊
藤
家
を
潰
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
工
藤
祐
経
が
御
家

人
と
し
て
頼
朝
に
臣
従
す
る
の
は
、
祐
親
が
自
害
し
た
一
一
八
二
年
後
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
頼
朝
の
挙
兵
の
と
き
か
ら
臣
従
し
て

い
た
工
藤
茂
光
や
宇
佐
美
祐
茂
の
助
言
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

頼
朝
は
一
四
歳
ま
で
は
京
都
で
生
活
し
て
い
た
の
で
、
公
家
の
文
化
や
京
の

み
や
び
に
つ
い
て
は
肌
で
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
配
流
に
な
っ
て
か
ら

は
関
東
武
者
の
生
活
に
殺
伐
さ
を
覚
え
、幕
府
を
鎌
倉
に
開
く
に
あ
た
っ
て
は
、

京
の
文
化
に
対
抗
で
き
る
武
家
の
文
化
の
創
造
を
め
ざ
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
た
め
、
側
近
に
は
京
の
文
化
を
身
に
つ
け
た
者
を
重
用
し
た
。
京
都
の
公
家

と
も
つ
な
が
り
を
も
ち
、
京
の
み
や
び
を
身
に
つ
け
た
工
藤
祐
経
は
、
頼
朝
に

と
っ
て
願
っ
て
も
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

　

一
一
八
四
年
の
記
事
は
、
一
の
谷
の
戦
い
に
敗
れ
、
須
磨
の
浦
で
捕
ら
え
ら

れ
鎌
倉
に
送
ら
れ
て
き
た
平
重し

げ
ひ
ら衡
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
、
頼
朝
は
「
藤
判
官
代

邦
通
、
工
藤
一
臈
祐
経
、
女
官
一
人
」
を
遣
わ
し
た
。
祐
経
は
鼓
を
打
ち
、
今

様
を
歌
っ
た
。
頼
朝
が
邦
通
に
酒
宴
の
様
子
を
聞
く
と
、邦
通
は「
羽
林（
重
衡
）

は
、
言
語
と
い
い
、
芸
能
と
い
い
、
大
変
優
美
で
あ
っ
た
」
と
答
え
た
。
こ
れ

を
聞
い
た
頼
朝
は
、「
世
上
を
は
ば
か
っ
て
同
席
し
な
か
っ
た
が
、
残
念
な
こ

と
を
し
た
」
と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
期
の
頼
朝
の
心
情
を
伺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

四
　
祐
経
の
九
州
出
兵

　

祐
経
が
武
将
と
し
て
名
を
あ
げ
た
の
は
、
一
一
八
五
年
に
西
海
の
平
家
追
討

に
出
兵
し
た
源
範
頼
の
軍
に
加
わ
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
行
軍
は
兵
糧
不
足
や
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船
の
調
達
な
ど
が
で
き
ず
に
苦
し
み
、
鎌
倉
に
帰
ろ
う
と
い
う
武
将
す
ら
で
て

き
た
。
し
か
し
、
豊
後
国
の
臼
杵
二
郎
惟こ

れ

隆た
か

や
、
そ
の
弟
、
緒
方
三
郎
惟こ

れ

栄よ
し

の

援
け
に
よ
り
、
豊
後
国
に
渡
り
佐
伯
に
本
営
を
置
い
た
。
臼
杵
氏
や
緒
方
氏
は

豊
後
国
の
南
部
に
勢
力
を
は
る
在
地
領
主
で
宇
佐
八
幡
宮
の
神
官
で
あ
る
大お

お

が神

氏
系
の
武
将
で
あ
っ
た
。

　

当
時
、
宇
佐
八
幡
宮
の
権
勢
は
強
大
で
、
豊
前
国
、
豊
後
国
、
日
向
国
に
神

領
の
荘
園
を
有
し
て
い
た
。
日
向
国
で
は
、「
日
向
国
図
田
帳
」
に
よ
れ
ば
、

宇
佐
宮
領
は
一
九
一
三
町
で
、
神
領
は
日
向
国
の
北
部
か
ら
中
部
に
か
け
て
分

布
し
て
い
た
。
宇
佐
八
幡
宮
の
有
力
な
神
官
は
、
宇
佐
氏
と
大
神
氏
で
あ
っ
た

が
、
当
時
の
大
宮
司
は
宇
佐
氏
で
、
平
家
方
で
あ
っ
た
。
一
一
八
三
年
、
木
曽

義
仲
に
攻
め
ら
れ
た
平
氏
は
、
西
国
で
再
起
を
は
か
ろ
う
と
し
て
北
九
州
に
上

陸
し
た
が
、
反
宇
佐
勢
力
の
緒
方
惟
栄
ら
に
攻
め
ら
れ
て
大
敗
し
、
宇
佐
八
幡

宮
の
勢
力
を
た
よ
っ
て
宇
佐
大
宮
司
の
館
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
も
安
住

の
地
と
は
な
ら
ず
、
都
へ
向
か
っ
て
船
を
出
し
た
。

　

宇
佐
八
幡
宮
は
、
源
範
頼
が
佐
伯
に
本
陣
を
お
い
て
平
家
追
討
の
命
を
出
す

ま
で
は
、
宇
佐
氏
の
意
向
に
従
い
平
家
方
で
あ
っ
た
。
源
氏
は
九
州
に
お
け
る

宇
佐
八
幡
宮
の
権
勢
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
九
州
各
国
の
神
領

を
拠
点
に
平
家
追
討
を
行
う
こ
と
が
効
率
的
で
あ
る
と
考
え
た
に
ち
が
い
な

い
。
一
一
八
五
年
、
宇
佐
氏
が
平
家
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
許
し
、
神
領
を
安
堵

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
佐
伯
に
は
九
州
各
地
の
武
者
が
集
ま
り
、
名
実
と
も
に

九
州
に
お
け
る
平
家
追
討
の
拠
点
と
な
っ
た
。
日
向
国
の
土
持
氏
も
佐
伯
に
馳

せ
参
じ
、
祐
経
と
も
面
識
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

源
頼
朝
は
、
平
家
追
討
の
範
頼
軍
が
兵
糧
不
足
等
で
苦
戦
し
た
こ
と
に
対
し

て
、
従
軍
の
お
も
だ
っ
た
一
二
名
の
武
将
に
丁
寧
な
書
簡
を
送
り
、
そ
の
労
を

ね
ぎ
ら
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
、
工
藤
一
臈
祐
経
、
宇
佐
美
三
郎
祐
茂
の
名
が

あ
り
、
末
尾
に
は
「
お
の
お
の
西
海
に
在
っ
て
大
功
を
お
さ
め
た
故
で
あ
る
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
祐
経
は
、
文
武
を
兼
ね
備
え
た
武
将
と
し
て
、
頼

朝
の
側
近
と
し
て
の
地
位
を
か
た
め
た
。
一
一
八
六
年
、
頼
朝
が
鎌
倉
へ
送
ら

れ
て
き
た
静し

ず
か

に
鶴
岳
宮
で
舞
曲
を
要
求
し
た
と
き
、
祐
経
は
頼
朝
の
命
で
鼓
を

打
っ
て
い
る
。「
吾
妻
鏡
」
に
は
、
祐
経
が
鼓
の
役
を
命
じ
ら
れ
た
理
由
と
し

て
、「（
祐
経
は
）
数
代
の
勇
士
の
家
に
生
ま
れ
、
楯
戟
の
塵
を
継
ぐ
と
い
え
ど

も
、
一
臈
と
し
て
朝
廷
の
つ
と
め
を
へ
て
歌
舞
音
曲
を
見
に
付
け
た
か
ら
で
あ

る
」
と
記
し
、
文
武
に
秀
で
た
武
将
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
さ
れ
て
い
る
。
祐

経
は
将
軍
の
許
し
を
得
て
、「
東
」
の
文
字
を
つ
か
い
「
伊
東
大
和
守
」
を
称

し
て
い
た
。

五
　
伊
東
支
族
の
日
向
国
下
向

　

祐
経
は
幕
府
内
で
確
固
た
る
地
位
を
固
め
て
い
っ
た
が
、
一
一
九
三
年
、
富

士
の
狩
場
で
曽そ

が我
兄
弟
に
よ
っ
て
討
た
れ
た
。
頼
朝
が
祐
経
の
死
を
ど
れ
ほ
ど

悼
ん
で
い
た
か
は
、
翌
年
の
「
吾
妻
鏡
」
の
記
事
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
、
若
宮
別
当
坊
に
京
都
か
ら
別
当
法
眼
が
や
っ
て
き
た
と
き
の

話
で
あ
る
。
頼
朝
は
法
眼
が
舞
曲
に
堪
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
芸
を
見

よ
う
と
別
当
坊
に
や
っ
て
き
た
。
宴
も
た
け
な
わ
に
な
っ
た
こ
ろ
、頼
朝
は「
故

祐
経
が
今
に
存
命
で
あ
れ
ば
、
定
め
て
楽
し
み
も
増
し
た
で
あ
ろ
う
に
」
と
仰

せ
ら
れ
、
し
き
り
に
落
涙
の
ご
様
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

祐
経
が
落
命
し
た
と
き
、
家
督
を
つ
ぐ
伊
東
祐す

け

時と
き

は
一
〇
歳
で
あ
っ
た
。
祐

時
は
頼
朝
に
か
わ
い
が
ら
れ
、頼
朝
を
烏
帽
子
親
と
し
て
元
服
し
た
。
さ
ら
に
、

頼
朝
の
命
に
よ
り
、
祐
時
の
母
の
実
家
で
あ
る
千
葉
家
か
ら
月
星
・
九
曜
の
家

紋
を
譲
り
受
け
た
。

　

祐
経
は
、
頼
朝
が
逝
去
す
る
前
年
、
一
一
九
八
年
、
一
五
歳
の
と
き
、
日
向

国
地
頭
職
を
拝
命
し
た
。
そ
の
後
、
将
軍
実
朝
の
随
兵
と
し
て
、
将
軍
が
鶴
岳

八
幡
宮
に
参
詣
の
と
き
供ぐ

ぶ

に

ん

奉
人
に
な
る
な
ど
、将
軍
の
側
近
と
し
て
活
躍
し
た
。

ま
た
、
実
朝
の
後
、
将
軍
と
な
っ
た
九
条
頼
経
が
鎌
倉
に
下
向
す
る
と
き
に
は

供
奉
人
と
な
っ
た
り
、
一
二
二
一
年
の
承
久
の
乱
の
と
き
に
は
、
隠
岐
に
流
罪
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に
な
っ
た
後
鳥
羽
上
皇
の
身
柄
を
受
け
取
っ
た
り
、
首
謀
者
を
斬
る
な
ど
の
活

躍
を
し
た
。

　

伊
東
祐
時
は
、
一
二
五
二
年
に
死
去
し
た
。
こ
の
と
き
、
僧
侶
な
ど
に
な
っ

た
者
は
除
い
て
九
人
の
男
子
が
い
た
。

　

祐
時
の
跡
を
継
ぎ
伊
東
家
を
相
続
し
た
の
は
伊
東
祐
光
で
あ
っ
た
。さ
ら
に
、

祐
光
を
補
佐
し
た
の
は
祐
頼
で
あ
っ
た
。
祐
光
と
祐
頼
の
母
親
は
、
三
浦
氏
の

娘
で
あ
り
、
土
御
門
内
大
臣
の
娘
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
家
督

相
続
は
将
軍
の
命
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
。
祐
朝
が
相
続
し
な
か
っ
た
理
由
は
母

親
に
あ
っ
た
。
母
は
土
肥
氏
の
娘
と
あ
る
が
、
土
肥
氏
と
伊
東
氏
は
微
妙
な
関

係
に
あ
っ
た
。
祐
時
の
父
、
祐
経
が
祐
親
の
娘
を
娶
り
、
夫
婦
と
も
ど
も
京
都

の
平
重
盛
の
館
に
あ
ず
け
ら
れ
た
が
、
祐
経
と
祐
親
が
家
督
相
続
を
争
う
こ
と

に
な
る
と
、
祐
親
は
娘
を
祐
経
か
ら
引
き
離
し
、
土
肥
氏
に
嫁
が
せ
た
。
こ
う

し
た
事
情
を
は
ば
か
っ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

日
向
に
下
向
し
た
の
は
、
祐
明
、
祐
景
、
祐
頼
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
祐

頼
は
祐
光
の
補
佐
役
で
あ
っ
た
た
め
、
鎌
倉
に
在
住
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
祐
明
の
日
向
下
向
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　

祐
明
は
三
人
の
兄
と
同
様
、
祐
時
か
ら
田
嶋
庄
を
生
前
贈
与
さ
れ
て
い
た
。

祐
明
が
い
つ
田
嶋
庄
に
下
向
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
弟
達
が
家
督
を
継

ぎ
、
そ
の
補
佐
役
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
で
鎌
倉
を
出
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
田
嶋
庄
は
土
持
氏
支
配
の
荘
園
に
取
り
囲
ま
れ
て

い
て
身
動
き
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
、
土
持
氏
と
友
好
関
係
を
つ
く
ら
な
け
れ

ば
存
続
で
き
な
い
環
境
に
あ
っ
た
。

　

土
持
氏
は
宇
佐
八
幡
宮
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
「
由
緒
」
に
よ
れ
ば
、

宇
佐
八
幡
宮
は
、
五
七
〇
年
、
豊
後
国
宇
佐
郡
に
建
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
の

勅
使
、
直お

お

い亥
宿す

く

ね祢
は
宮
地
の
く
ず
れ
を
と
め
る
工
事
に
功
が
あ
り
、
土
持
の
姓

と
共
に
日
向
国
の
県
を
賜
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
七
一
九
年
に
は
、
日
向
国

大
隅
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
、
宇
佐
八
幡
宮
を
中
心
に
神
兵
が
編
成
さ
れ

日
向
国
に
攻
め
下
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
、
緒
方
氏
、
佐
伯
氏
ら
と
共
に
土
持

氏
も
参
戦
し
、
そ
の
功
に
よ
り
、
県
、
財
部
、
諸
県
等
を
賜
っ
た
と
い
う
。
そ

の
後
、
八
五
九
年
に
三
河
へ
移
る
が
、
一
一
五
七
年
に
は
日
向
国
県
に
移
住
し
、

し
だ
い
に
勢
力
を
伸
張
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

祐
明
に
と
っ
て
幸
い
で
あ
っ
た
の
は
、
祖
父
の
祐
経
が
九
州
の
平
家
征
討
に
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従
軍
し
た
と
き
、
宇
佐
八
幡
宮
の
神
官
、
大
神
氏
系
の
緒
方
氏
や
佐
伯
氏
の
案

内
で
佐
伯
に
本
陣
を
構
え
、こ
こ
か
ら
九
州
の
武
将
に
指
示
を
だ
し
た
こ
と
や
、

こ
れ
ま
で
平
家
の
た
め
に
祈
祷
し
て
い
た
宇
佐
八
幡
宮
を
許
し
た
こ
と
な
ど
に

よ
り
、
征
討
軍
の
有
力
武
将
で
あ
っ
た
祐
経
の
名
は
日
向
国
に
も
知
ら
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
し
、
親
交
の
あ
っ
た
緒
方
氏
や
佐
伯
氏
を
通
じ
て
祐
経
と
土
持

氏
も
面
識
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
祐
明
に
と
っ
て
最
も
心
強
か
っ
た
の

は
、
母
親
が
佐
伯
氏
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
伊
東
祐
明
は
日
向
国
の
有
力
武
将
で
あ
っ
た
土

持
氏
と
の
摩
擦
も
な
く
田
嶋
庄
に
下
向
し
、
伊
東
氏
の
支
族
と
し
て
日
向
国
に

根
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

伊
東
氏
の
本
家
が
日
向
国
に
下
向
す
る
の
は
南
北
時
代
に
は
い
っ
て
か
ら
で

あ
る
。







霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
と
霧
島
の
歴
史

高
原
町
役
場
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
大
學
　
康
宏
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現
在
、
１
９
５
ヶ
国
が
加
盟
し
て
い
る
。

　

日
本
が
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
加
盟
し
た
の
は
昭
和
26
年
７
月
２
日
と
、
非
常

に
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
。

　（
二
）
世
界
遺
産

　

最
も
早
い
時
期
に
取
り
組
ま
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、「
地
域
の

生
成
と
人
類
の
歴
史
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
過
去
か
ら
現
在
へ
と
引
き
継
が

れ
て
き
た
か
け
が
え
の
な
い
宝
物
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
記

念
物
や
建
造
物
な
ど
の
文
化
遺
産
、
地
質
や
生
態
系
・
動
植
物
の
生
育
な
ど
の

自
然
遺
産
、
双
方
を
併
せ
持
つ
複
合
遺
産
の
３
種
類
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
有

形
の
不
動
産
を
対
象
と
し
て
い
る
。

　

昭
和
30
年
代
後
半
の
ヌ
ビ
ア
遺
跡
群
の
救
済
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
き
っ
か
け
と

な
り
、
昭
和
47
年
、
第
17
回
ユ
ネ
ス
コ
総
会
に
お
い
て
「
世
界
の
文
化
遺
産
及

び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
（
世
界
遺
産
条
約
）」
が
採
択
、
昭
和
50

年
に
発
効
さ
れ
た
。
平
成
27
年
12
月
現
在
、
条
約
締
結
国
は
１
９
１
ヶ
国
、
世

界
遺
産
は
１
０
３
１
件
（
文
化
遺
産
８
０
２
、
自
然
遺
産
１
９
７
、
複
合
遺
産

32
）
登
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
核
に
あ
る
の
が
世
界
遺
産
委
員
会
（W

orld 
Heritage Com

m
ittee

）
で
、
新
規
や
拡
大
物
件
、
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

世
界
遺
産
（
危
機
遺
産
）
等
の
登
録
や
削
除
、
登
録
さ
れ
た
遺
産
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
や
技
術
支
援
、
世
界
遺
産
基
金
（W

orld Heritage Fund

）
の
用
途
等

を
審
議
・
決
定
し
て
い
る
。

　

登
録
に
伴
う
審
査
に
つ
い
て
は
、
自
然
遺
産
の
場
合
は
国
際
自
然
保
護
連

合
（International Union for Conservation of Nature

・IUCN

）
が
、

文
化
遺
産
の
場
合
は
国
際
記
念
物
遺
跡
会
議
（International Council on 

M
onum

ents and Sites

・ICOM
OS

）
が
そ
れ
ぞ
れ
行
う
。

　

日
本
で
は
平
成
４
年
に
世
界
遺
産
条
約
を
締
結
、
文
化
遺
産
を
文
化
庁
が
、

自
然
遺
産
を
環
境
省
と
林
野
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し
て
い
る
。
平
成
５
年
、
文

一
　
は
じ
め
に

　

平
成
22
年
、
霧
島
地
域
は
「
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
」
に
認
定
さ
れ
た
。
そ
し
て

後
述
す
る
が
「
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
」
が
二
度
目
の
世
界
申
請
見
送
り
と
な
っ
た

事
は
新
聞
等
で
も
大
き
く
報
道
さ
れ
た
。「
ジ
オ
パ
ー
ク
」
と
い
う
用
語
は
ま

だ
馴
染
み
が
薄
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
昨
秋
に
は
ユ
ネ
ス
コ
の
正
式
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
指
定
さ
れ
た
他
、
国
会
議
員
を
中
心
と
し
た
組
織
が
ジ
オ
パ
ー
ク
を
支
援

す
る
等
、
そ
の
活
動
は
大
き
く
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
の
ジ
オ
パ
ー
ク
の
位
置
付
け
を
確

認
し
た
上
で
、
霧
島
に
と
っ
て
ジ
オ
パ
ー
ク
と
は
ど
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
の

か
を
考
察
し
た
い
。

二
　
「
世
界
」
を
冠
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

報
道
等
で
は
、
世
界
遺
産
や
無
形
文
化
遺
産
・
世
界
農
業
遺
産
・
ユ
ネ
ス
コ

エ
コ
パ
ー
ク
な
ど
、「
ユ
ネ
ス
コ
」
や
「
世
界
」
を
冠
す
る
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
目
に
す
る
事
が
多
く
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
相
違
を
把
握
し
た
上
で
、「
ジ
オ
パ
ー
ク
と
は
何
か
」
を

考
え
た
い
。

　（
一
）
ユ
ネ
ス
コ

　

ま
ず
、
そ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
元
と
な
っ
て
い
る
「
ユ
ネ
ス
コ
」
に
つ
い

て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

正
式
名
称
を
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
（United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization

・UNESCO

）、
昭
和

21
年
11
月
４
日
、
国
際
連
合
内
に
設
置
さ
れ
た
専
門
機
関
で
、
平
成
26
年
４
月
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世
界
自
然
遺
産
が
前
述
の
よ
う
に
対
象
を
保
護
・
保
全
す
る
の
が
目
的
で
あ

る
の
に
対
し
、
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
は
生
態
系
の
保
全
と
持
続
可
能
な
利
活

用
の
調
和
を
目
的
と
し
、
自
然
と
人
間
社
会
の
共
生
を
重
要
視
し
て
い
る
。

　

登
録
に
際
し
て
は
、「
生
態
系
の
保
全
」「
地
域
主
導
の
活
動
」「
持
続
可
能

な
資
源
利
用
・
自
然
保
護
と
調
和
の
取
れ
た
取
組
」「
将
来
の
活
動
の
継
続
を

担
保
す
る
組
織
体
制
や
計
画
」
の
４
項
目
が
重
要
と
な
る
。

　

登
録
件
数
は
平
成
28
年
３
月
現
在
、
世
界
１
２
０
カ
国
６
６
９
件
あ
り
、
日

本
で
は
屋
久
島
や
綾
な
ど
７
件
が
登
録
さ
れ
、
８
月
に
は
「
祖
母
・
傾
・
大
崩
」

「
み
な
か
み
」
の
推
薦
が
決
定
し
て
い
る
。

　（
五
）
世
界
農
業
遺
産

　

平
成
14
年
に
食
糧
の
安
定
確
保
を
目
指
し
て
設
立
さ
れ
た
国
連
食
糧
農
業
機

関
（The Food and Organization of the United Nations

・FAO

）
が
認

定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
正
式
名
称
を
「Globally Im

portant Agricultural 
Heritage System

s

・GIAHS

」
と
い
う
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
環
境
及
び
持

続
可
能
な
開
発
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
と
志
向
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
共
適
応
に
よ
り

発
展
し
て
き
た
世
界
的
に
重
要
な
生
物
多
様
性
に
富
む
優
れ
た
土
地
利
用
及
び

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」
を
正
式
な
定
義
と
し
て
お
り
、「
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
」
と
は
、

「
土
地
の
上
に
農
林
水
産
業
の
営
み
を
展
開
し
、
そ
れ
が
呈
す
る
一
つ
の
地
域

的
ま
と
ま
り
」
を
指
し
て
い
る
。

　

世
界
農
業
遺
産
が
創
設
さ
れ
た
背
景
に
は
、
生
産
性
の
み
を
追
求
し
た
近
代

農
業
が
、
森
林
破
壊
や
水
質
汚
染
、
生
物
の
多
様
性
や
地
域
固
有
の
伝
統
文
化
・

景
観
の
消
失
等
、
環
境
や
文
化
の
問
題
を
誘
発
し
た
と
い
う
危
機
感
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
土
地
に
根
付
い
た
伝
統
的
な
農
業
、
生
物
多
様
性
が
守
ら
れ
た
土
地

利
用
、
農
村
文
化
・
景
観
等
を
「
地
域
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
一
体
的
に
維
持
保

全
し
、
次
世
代
へ
継
承
し
て
い
く
と
い
う
目
的
が
生
ま
れ
た
。

　

現
在
、
世
界
15
ヶ
国
で
36
地
域
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
平
成
23

年
６
月
以
降
８
地
域
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

化
遺
産
２
件
、
自
然
遺
産
２
件
を
皮
切
り
に
計
19
件
登
録
さ
れ
て
い
る
。
ち
な

み
に
宮
崎
県
に
お
い
て
も
、
西
都
原
古
墳
群
等
を
「
南
九
州
の
古
墳
文
化
」
と

し
て
世
界
遺
産
に
登
録
す
る
動
き
が
あ
る
。

　（
三
）（
世
界
）
無
形
文
化
遺
産

　

世
界
遺
産
が
有
形
の
不
動
産
を
カ
バ
ー
す
る
の
に
対
し
、
無
形
の
遺
産
を
対

象
と
す
る
の
が
無
形
文
化
遺
産
で
あ
る
。
平
成
15
年
の
ユ
ネ
ス
コ
総
会
に
お
い

て
「
無
形
文
化
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
」
が
採
択
さ
れ
、
平
成
18
年
に
発

効
さ
れ
た
。
条
約
内
に
お
い
て
無
形
遺
産
を
「
慣
習
、
描
写
、
表
現
、
知
識
及

び
技
術
並
び
に
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
器
具
、
物
品
、
加
工
品
及
び
文
化
的
空
間
」

と
定
義
づ
け
て
い
る
。

　

締
結
国
に
対
し
て
は
、
国
内
の
無
形
文
化
遺
産
を
特
定
し
目
録
を
作
成
す
る

事
を
求
め
、
ユ
ネ
ス
コ
に
お
い
て
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
の
代
表
的
な
一
覧

表
（
代
表
一
覧
表
）
及
び
緊
急
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
無
形
文
化
遺
産
の
一

覧
表
（
緊
急
保
護
一
覧
表
）
を
作
成
す
る
事
等
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
毎
年

３
月
に
条
約
締
結
国
か
ら
ユ
ネ
ス
コ
に
申
請
さ
れ
た
案
件
を
評
価
機
関
が
審
査

し
、
政
府
間
委
員
会
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
後
、
登
録
と
な
る
。

　

日
本
は
平
成
16
年
、
世
界
で
３
番
目
に
こ
の
条
約
を
締
結
し
た
。
そ
し
て
平

成
20
年
以
降
計
22
件
登
録
さ
れ
て
い
る
。
宮
崎
県
に
お
い
て
は
、
県
内
の
神
楽

を
無
形
文
化
遺
産
に
す
べ
く
活
動
し
て
い
る
。

　（
四
）
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク

　

正
式
名
称
は
「
生
物
圏
保
存
地
域
（Biosphere Reserves

）」
だ
が
、
日

本
国
内
に
お
い
て
は
、
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
が
、
親
し
み
を
持
っ
て
も

ら
う
た
め
ユ
ネ
ス
コ
エ
コ
パ
ー
ク
と
呼
ぶ
よ
う
決
定
し
て
い
る
。
昭
和
51
年
か

ら
始
ま
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
ユ
ネ
ス
コ
の
自
然
科
学
セ
ク
タ
ー
で
実
施
さ
れ

る
「
ユ
ネ
ス
コ
人
間
と
生
物
圏
（M

an and the Biosphere

・M
AB

）」
計
画

に
お
け
る
一
事
業
で
あ
る
。
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②
日
本
国
内
の
状
況

　

日
本
国
内
に
お
い
て
は
、
平
成
19
年
に
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
連
絡
協
議
会
、
翌

年
に
は
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
委
員
会
（Japan Geopark Com

m
ittee

・JGC

）

が
発
足
し
た
。JGC

は
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
の
支
援
を
受
け
、
地
質
学

会
や
地
震
学
会
な
ど
各
分
野
の
専
門
家
で
構
成
さ
れ
て
い
るGGN

公
認
の
評

価
認
定
機
関
で
、
国
内
に
お
い
て
は
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
の
認
定
、
国
外
に
お
い

て
は
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
の
候
補
選
定
及
びGGN

へ
の
推
薦
を
担
う
。
そ
し
て

翌
21
年
に
先
の
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
連
絡
協
議
会
は
解
散
し
、
新
た
に
日
本
ジ
オ

パ
ー
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（Japan Geo Park Netw

ork

・JGN

）
が
設
立
さ
れ

た
。
設
立
当
初
は
前
述
の
通
り
ユ
ネ
ス
コ
の
正
式
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
か
っ
た

た
め
、
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ
う
に
省
庁
で
は
な
く
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術

総
合
研
究
所
に
設
置
さ
れ
た
。

　
③
ジ
オ
パ
ー
ク
の
認
定

　

ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定
さ
れ
る
に
は
、JGC

で
次
の
要
件
を
定
め
て
い
る
。

○ 

地
域
の
地
史
や
地
質
現
象
が
よ
く
わ
か
る
地
質
遺
産
を
多
数
含
む
だ
け
で
な

く
、
考
古
学
的
・
生
態
学
的
も
し
く
は
文
化
的
な
価
値
の
あ
る
サ
イ
ト
も
含

む
、
明
瞭
に
境
界
を
定
め
ら
れ
た
地
域
で
あ
る
事
。

○ 

公
的
機
関
・
地
域
社
会
な
ら
び
に
民
間
団
体
に
よ
る
し
っ
か
り
し
た
運
営
組

織
と
運
営
・
財
政
計
画
を
持
つ
事
。

○ 

ジ
オ
ツ
ー
リ
ズ
ム
等
を
通
じ
て
、
地
域
の
持
続
可
能
な
社
会
・
経
済
発
展
を

育
成
し
て
い
る
事
。

○ 
博
物
館
・
自
然
観
察
路
・
ガ
イ
ド
付
き
ツ
ア
ー
等
に
よ
り
、
地
球
科
学
や
環

境
問
題
に
関
す
る
教
育
・
普
及
活
動
を
行
っ
て
い
る
事
。

○ 

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
伝
統
と
法
に
基
づ
き
地
質
遺
産
を
確
実
に
保
護
す
る

事
。

○ 

世
界
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
員
と
し
て
、
相
互
に
情
報
交
換
を
行
い
、
会
議

　（
六
）
ジ
オ
パ
ー
ク

　
①
ジ
オ
パ
ー
ク
と
は

　

ジ
オ
パ
ー
ク
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
大
地
（Geo

）
の
公
園
（Park

）」

を
意
味
し
、「
地
質
や
地
形
な
ど
の
地
球
活
動
の
記
録
を
保
全
し
て
研
究
教
育

に
活
か
す
と
共
に
、
地
質
や
地
形
の
な
り
た
ち
や
そ
れ
ら
と
人
の
暮
ら
し
の
関

わ
り
を
実
感
し
て
楽
し
む
と
こ
ろ
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
36
年
、
地
質
科
学
の
課
題
に
継
続
的
に
対
処
す
る
た
め
の
常
設
団

体
と
し
て
、
国
際
地
質
科
学
連
合
（International Union of Geological 

Sciences

・IUGS

）
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
昭
和
48
年
、
ユ
ネ
ス
コ
と
の
協

力
の
も
と
発
足
し
た
の
が
、
地
質
学
的
諸
問
題
に
対
す
る
国
際
的
協
力
を
促
進

す
る
事
に
よ
り
、
地
球
環
境
を
制
御
す
る
諸
要
因
の
解
明
や
地
質
学
の
研
究

向
上
等
を
目
的
と
す
る
、
国
際
地
質
対
比
計
画
（International Geological 

Correlation Program
m

e

・IGCP

）
で
あ
る
。

　

そ
し
て
平
成
16
年
、
地
質
学
的
遺
産
の
保
護
と
国
際
的
な
認
定
を
目
的
に
、

地
質
学
的
重
要
性
・
希
少
さ
・
美
し
さ
を
持
つ
場
所
を
認
定
・
保
護
し
、
環
境

教
育
と
研
究
の
場
と
し
つ
つ
、
持
続
可
能
な
経
済
開
発
の
場
と
す
る
事
を
目
指

し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
の
支
援
の
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
が
中
心
と
な
り
、
世
界

ジ
オ
パ
ー
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（Global Geopark Netw

ork

・GGN
）
が
発
足

し
た
。

　

当
初
ユ
ネ
ス
コ
は
、
ジ
オ
パ
ー
ク
に
対
し
て
技
術
的
ア
ド
バ
イ
ス
等
の
協
力

は
行
う
も
の
の
正
式
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
な
い
事
が
決
定
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成

27
年
11
月
の
第
38
回
ユ
ネ
ス
コ
総
会
に
お
い
て
、
国
際
地
質
科
学
ジ
オ
パ
ー
ク

計
画
（International Goscience and Geparks Program

・IGGP

）
と
し

て
ユ
ネ
ス
コ
の
正
式
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
り
、
こ
れ
に
伴
いGGN

は
世
界
ジ
オ

パ
ー
ク
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
会
と
改
め
ら
れ
た
。

　

平
成
27
年
９
月
末
現
在
、
33
ヶ
国
１
２
０
地
域
が
加
盟
し
て
い
る
。
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こ
の
他
に
も
ジ
オ
パ
ー
ク
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
表
現
し
た
、
そ
の
土
地
な
ら
で

は
の
食
べ
物
等
も
、
ジ
オ
パ
ー
ク
を
楽
し
む
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。

　
⑤
ジ
オ
パ
ー
ク
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

国
内
で
は
毎
年
、
全
国
大
会
を
開
催
し
て
い
る
。
大
会
に
は
全
国
各
地
の
ジ

オ
パ
ー
ク
か
ら
首
長
や
ガ
イ
ド
等
が
多
数
来
場
し
、
分
科
会
な
ど
で
討
議
や
交

流
を
深
め
る
一
方
、日
本
及
び
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
の
協
議
等
も
行
わ
れ
る
。

開
催
地
ジ
オ
パ
ー
ク
な
ら
で
は
の
も
て
な
し
や
ジ
オ
ツ
ア
ー
等
、
そ
の
ジ
オ
パ

ー
ク
を
十
二
分
に
堪
能
で
き
る
企
画
が
目
白
押
し
に
な
る
。

　

霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
で
は
、
平
成
27
年
10
月
、
霧
島
市
を
メ
イ
ン
会
場
に
第
６

回
大
会
を
開
催
し
た
。
会
場
で
はGGN

副
会
長
を
招
い
た
講
演
会
を
は
じ
め
、

加
盟
市
町
村
長
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
含
む
９
つ
の
分
科
会
や
物
産
市
、
各
市
町
か
ら

発
す
る
ジ
オ
ツ
ア
ー
等
、
１
年
以
上
の
準
備
期
間
で
練
ら
れ
た
様
々
な
催
し
が

に
参
加
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
積
極
的
に
活
性
化
さ
せ
る
事
。

　

こ
れ
ら
の
諸
要
件
を
満
た
し
た
上
でJGC

へ
加
盟
申
請
を
行
い
、
書
類
及

び
現
地
審
査
を
経
た
後
、
認
定
さ
れ
れ
ばJGN

に
加
盟
の
上
、
日
本
ジ
オ
パ

ー
ク
を
呼
称
す
る
事
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
世
界
へ
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
地
球
惑
星
科
学
連
合
大
会
で
の

公
開
プ
レ
ゼ
ン
やJGC
の
事
前
審
査
・
推
薦
を
踏
ま
え
、
初
め
てGGN

に
よ

る
審
査
が
行
わ
れ
る
。

　

国
内
で
の
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
は
、
平
成
28
年
９
月
現
在
、
43
地
域
が
認
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
洞
爺
湖
・
有
珠
山
、
糸
魚
川
、
島
原
半
島
、
山
陰
海

岸
、
室
戸
、
隠
岐
、
阿
蘇
、
ア
ポ
イ
岳
の
８
ジ
オ
パ
ー
ク
が
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク

に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

　
④
ジ
オ
パ
ー
ク
を
楽
し
む
要
素

　

ジ
オ
パ
ー
ク
を
楽
し
む
に
当
た
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
に
ジ
オ
サ
イ
ト
が
あ

る
。
ジ
オ
サ
イ
ト
は
、
そ
の
ジ
オ
パ
ー
ク
を
特
徴
付
け
る
自
然
景
観
（
地
形
）

や
地
層
、
岩
石
、
湧
水
、
温
泉
、
化
石
等
が
存
在
す
る
場
所
に
設
置
さ
れ
、
人
々

の
歴
史
や
文
化
と
地
球
（
ジ
オ
）
と
の
繋
が
り
を
体
感
で
き
る
フ
ィ
ー
ル
ド
で

あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
ジ
オ
サ
イ
ト
を
巡
る
手
段
と
し
て
ジ
オ
ツ
ア
ー
が
あ
る
。
ジ
オ

ツ
ー
リ
ズ
ム
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
単
に
ジ
オ
サ
イ
ト
を
見
学
す
る
観
光
旅

行
で
は
な
く
、
人
と
地
球
の
歴
史
の
結
び
付
き
を
正
し
く
理
解
す
る
事
が
重
要

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
役
割
を
果
た
す
の
が
ジ
オ
ガ
イ
ド
で
あ
る
。
ジ
オ
パ
ー

ク
で
は
、
特
に
こ
の
ジ
オ
ガ
イ
ド
の
存
在
が
重
要
と
な
る
。
前
述
の
他
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
こ
の
ジ
オ
ガ
イ
ド
を
通
し
て
各
ジ
オ
パ
ー
ク

と
の
連
携
が
盛
ん
な
事
で
あ
る
。
単
体
で
の
活
動
は
勿
論
、
複
数
の
ジ
オ
パ
ー

ク
に
よ
る
連
携
し
た
取
組
に
よ
り
、
ジ
オ
パ
ー
ク
全
体
の
発
展
を
目
指
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

写真１　ジオツアー（霧島GP）

写真２　ジオパン（Mine 秋吉台 GP）
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コ
パ
ー
ク
は
同
じ
く
10
年
ご
と
の
定
期
報
告
書
の
提
出
が
求
め
ら
れ
、
取
り
消

し
に
つ
い
て
は
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
三
　
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
と
は

　（
一
）
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
誕
生

　

霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
は
、『
宮
崎
県
と
鹿
児
島
県
に
ま
た
が
る
20
余
り
の
火
山

の
集
ま
り
で
あ
る
霧
島
山
と
、
そ
の
周
辺
の
加
久
藤
カ
ル
デ
ラ
起
因
の
滝
な
ど

の
ジ
オ
サ
イ
ト
を
み
ど
こ
ろ
と
し
、「
自
然
の
多
様
性
と
そ
れ
を
育
む
火
山
活

動
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
』
ジ
オ
パ
ー
ク
で
、
霧
島
連
山
を
中
心
と
し
た
Ｊ
Ｒ
吉

都
線
・
日
豊
本
線
・
肥
薩
線
で
囲
ま
れ
た
範
囲
と
し
て
い
る
。

　

平
成
19
年
、
霧
島
周
辺
の
宮
崎
県
内
３
市
１
町
（
都
城
市
・
小
林
市
・
え
び

の
市
・
高
原
町
）、
鹿
児
島
県
内
２
市
１
町
（
霧
島
市
・
曽
於
市
・
湧
水
町
）
が
、

環
境
や
教
育
・
観
光
・
防
災
・
広
報
な
ど
多
方
面
の
連
携
を
模
索
し
、
広
域
的

な
行
政
を
運
営
す
る
と
い
う
目
的
で
「
環
霧
島
会
議
」
が
発
足
し
た
。

　

翌
年
の
第
３
回
環
霧
島
会
議
に
お
い
て
、「
地
域
振
興
策
の
一
環
と
し
て
霧

島
山
の
魅
力
を
活
用
し
、
ジ
オ
パ
ー
ク
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
」
事
を
目
的

と
し
て
、
官
民
含
め
た
大
が
か
り
な
組
織
で
あ
る
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
連
絡

協
議
会
が
設
立
さ
れ
た
（
こ
の
後
、
湧
水
町
は
同
会
か
ら
離
脱
）。

　

当
初
は
平
成
21
年
の
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
を
目
指
し
て
い
た
が
、JGC

か

ら
次
の
指
摘
を
受
け
た
。

・
環
霧
島
地
域
に
お
け
る
ジ
オ
パ
ー
ク
に
関
す
る
活
動
実
態
が
な
い
。

・
継
続
的
に
展
開
で
き
る
人
材
と
施
設
が
な
い
。

・
霧
島
が
ジ
オ
パ
ー
ク
と
し
て
訴
え
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
テ
ー
マ
が
見
え
な
い
。

　

こ
れ
は
霧
島
に
限
ら
ず
ジ
オ
パ
ー
ク
全
体
に
通
じ
る
内
容
で
、
特
色
あ
る
地

行
わ
れ
た
。

　
⑥
他
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
違
い

　

ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
基
本
は
対
象
の
保
護
・
保
全
が
第
一
義
で
あ
る
。
当
然

ジ
オ
パ
ー
ク
で
も
、「（
地
質
遺
産
で
あ
る
）岩
石
の
販
売
」等
の
よ
う
な
行
為
は
、

保
護
・
保
全
に
反
す
る
た
め
禁
止
と
し
て
い
る
。
し
か
し
教
育
的
な
観
点
且
つ

保
護
・
保
全
に
叶
う
目
的
で
あ
れ
ば
、
回
復
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
下
な
ら
ば
可

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ジ
オ
パ
ー
ク
は
保
護
保
全
と
同
様
に
普
及
啓
発
・
教

育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
重
き
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
活
動
（
い

わ
ゆ
る
「
ジ
オ
パ
ー
ク
で
儲
か
る
」）
等
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
重
要
視
し
て

い
る
の
も
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
異
な
る
。
ユ
ネ
ス
コ
が
ジ
オ
パ
ー
ク
構
想
を

支
援
し
た
の
は
、
行
政
に
対
し
地
球
科
学
を
政
策
課
題
の
中
に
組
み
込
む
だ
け

で
な
く
、
地
球
科
学
を
企
業
の
視
野
に
入
れ
る
と
い
う
狙
い
も
あ
る
。
各
地
の

ジ
オ
パ
ー
ク
が
旅
行
業
者
を
は
じ
め
様
々
な
企
業
と
連
携
し
て
い
る
の
も
、
経

済
活
動
・
民
間
活
動
に
よ
り
ジ
オ
パ
ー
ク
思
想
を
広
め
て
い
く
た
め
で
あ
る
。

　

ジ
オ
パ
ー
ク
が
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
最
も
大
き
く
異
な
る
の
が
再
審
査
制
度

で
あ
る
。
認
定
後
４
年
に
１
回
行
わ
れ
、
課
題
等
が
認
定
以
後
も
解
決
さ
れ
て

い
る
か
等
を
審
査
員
が
チ
ェ
ッ
ク
す
る
制
度
で
あ
る
。
着
実
に
課
題
を
ク
リ
ア

し
て
い
れ
ば
「
再
認
定
」
さ
れ
、
次
の
４
年
後
の
再
審
査
ま
で
ジ
オ
パ
ー
ク
を

冠
し
て
活
動
で
き
る
。
ク
リ
ア
で
き
て
い
な
い
課
題
が
多
い
場
合
、「
条
件
付

再
認
定
」
と
な
り
、
２
年
後
再
び
再
認
定
審
査
が
行
わ
れ
る
。
課
題
が
解
決
で

き
て
い
な
い
場
合
は
「
不
認
定
」
と
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
「
不
認
定
」
を
受
け
た
ジ
オ
パ
ー
ク
は
な
い
が
、
ふ
く
い
勝
山
ジ

オ
パ
ー
ク
が
平
成
23
年
度
の
再
審
査
で
国
内
初
の
「
条
件
付
再
認
定
」
を
受
け

た
。
ま
た
、
下
仁
田
ジ
オ
パ
ー
ク
及
び
茨
城
県
北
ジ
オ
パ
ー
ク
が
、
平
成
27
年

度
の
再
審
査
で
「
条
件
付
再
認
定
」
を
受
け
た
。
ち
な
み
に
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク

は
、
平
成
26
年
度
に
再
審
査
を
受
け
「
再
認
定
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
世
界
遺
産
は
登
録
後
６
年
ご
と
の
定
期
報
告
書
、
ユ
ネ
ス
コ
エ
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霧
島
連
山
は
、
加
久
藤
カ
ル
デ
ラ
の
南
縁
30
㎞
×
20
㎞
の
楕
円
形
の
範
囲
に

大
小
23
の
火
山
や
火
口
湖
が
集
ま
っ
て
い
る
。
現
在
地
表
に
現
れ
て
い
る
火
山

は
、
約
34
万
年
前
に
発
生
し
た
加
久
藤
火
砕
流
の
後
の
火
山
活
動
に
よ
り
形
成

さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
火
砕
丘
・
成
層
火
山
・
マ
ー
ル
・
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
タ

ー
な
ど
多
様
な
形
態
を
持
ち
、
え
び
の
高
原
か
ら
は
韓
国
岳
の
北
西
側
爆
裂
火

口
を
通
し
て
、
火
口
縁
の
ア
グ
ル
チ
ネ
ー
ト
の
断
面
が
観
察
で
き
、
ま
た
、
中

岳
で
は
溶
岩
崖
、
不
動
池
の
溶
岩
堤
防
な
ど
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
の
途
中
で
火
山
地

形
を
観
察
す
る
事
が
で
き
る
。
正
に
火
山
の
博
物
館
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
加
久
藤
カ
ル
デ
ラ
～
霧
島
山
～
姶
良
カ
ル
デ
ラ
～
桜
島
～
開
聞
岳
と

い
う
、
プ
レ
ー
ト
の
沈
み
込
み
帯
に
で
き
る
南
九
州
の
火
山
フ
ロ
ン
ト
を
一
望

す
る
雄
大
な
景
観
も
備
え
て
い
る
。

　
③
植
生

　

霧
島
連
山
の
比
較
的
若
い
火
山
で
は
、
火
山
性
土
壌
や
火
山
ガ
ス
等
の
た
め

に
、
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
ミ
ヤ
マ
キ
リ
シ
マ
の
群
落
を
観
察
で
き
る
が
、
古
い

山
々
は
火
山
性
土
壌
が
薄
れ
、
カ
シ
や
ヤ
シ
ャ
ブ
シ
等
が
繁
茂
し
た
た
め
に
ミ

ヤ
マ
キ
リ
シ
マ
は
駆
逐
さ
れ
、
植
生
遷
移
が
進
ん
で
い
る
。
又
、
氷
期
を
経
験

し
た
火
山
に
は
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
等
が
残
る
等
、
霧
島
連
山
の
１
３
０
０
種
に

及
ぶ
多
様
な
植
生
は
火
山
活
動
と
火
山
の
形
成
の
時
代
に
大
き
く
影
響
を
受

け
、
火
山
活
動
を
育
ん
で
い
る
と
言
え
る
。

　
④
歴
史
・
神
話

　

霧
島
連
山
の
高
千
穂
峰
に
は
、
天
孫
降
臨
の
神
話
が
古
事
記
の
中
で
伝
え
ら

れ
て
お
り
、
神
話
に
登
場
す
る
神
々
を
祀
っ
た
神
社
が
周
辺
に
建
立
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
神
社
も
火
山
活
動
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
。
当
初
高
千
穂
峰
と
御

鉢
火
山
を
繋
ぐ
鞍
部
に
あ
っ
た
神
社
が
８
世
紀
の
御
鉢
火
山
噴
火
災
害
に
よ
り

高
千
穂
河
原
や
そ
の
他
の
場
所
に
遷
さ
れ
、
さ
ら
に
13
世
紀
の
御
鉢
の
噴
火
で

も
被
害
を
受
け
て
遷
座
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
霧
島
六
社
権
現
と
し
て

質
や
地
形
だ
け
で
ジ
オ
パ
ー
ク
に
な
る
の
で
は
な
く
、
訪
れ
た
人
が
地
質
等
の

面
白
さ
を
理
解
で
き
る
か
、
ジ
オ
パ
ー
ク
が
地
域
に
根
付
い
て
い
る
か
、
そ
れ

を
受
け
持
つ
組
織
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
、が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
１
年
間
組
織
作
り
や
ジ
オ
サ
イ
ト
の
発
掘
な
ど
を
行
っ
た
結
果
、
平

成
22
年
、「
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
」
が
誕
生
し
た
。

　（
二
）
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
組
織

　

霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
活
動
を
決
定
す
る
の
が
前
述
の
推
進
連
絡
協
議
会
で
あ

る
。
構
成
市
町
及
び
宮
崎
・
鹿
児
島
両
県
の
行
政
部
門
、
商
工
会
等
の
経
済
部

門
、
観
光
協
会
や
観
光
業
者
等
の
観
光
部
門
、
そ
の
他
ガ
イ
ド
ク
ラ
ブ
や
マ
ス

コ
ミ
・
青
年
団
体
等
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
鹿
児
島
大
学
な
ど
の
学

術
機
関
や
環
境
省
・
国
土
交
通
省
な
ど
の
国
の
機
関
、
両
県
の
金
融
機
関
や
霧

島
酒
造
を
は
じ
め
と
す
る
事
業
者
等
、
様
々
な
分
野
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
協
議

会
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。

　

一
方
、
民
間
の
目
線
で
活
性
化
を
目
指
し
て
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
活
性
化
会
議

が
組
織
さ
れ
、
協
議
会
と
共
に
活
動
し
て
い
る
。

　（
三
）
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
魅
力

　

霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
で
は
、
次
の
４
つ
の
特
徴
を
提
唱
し
て
い
る
。

　
①
景
観

　

霧
島
連
山
の
最
高
峰
で
あ
る
韓
国
岳
か
ら
は
、
連
山
を
構
成
す
る
新
燃
岳
、

高
千
穂
峰
等
の
火
山
や
大
浪
池
、
不
動
池
な
ど
の
火
口
湖
が
一
望
で
き
る
だ
け

で
な
く
、
南
に
は
姶
良
カ
ル
デ
ラ
を
挟
ん
で
桜
島
・
開
聞
岳
・
薩
摩
硫
黄
島
な

ど
火
山
を
直
線
状
に
見
る
事
が
で
き
、
南
九
州
火
山
フ
ロ
ン
ト
を
体
感
す
る
事

が
で
き
る
。

　
②
火
山
の
博
物
館
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　（
二
）
天
孫
降
臨
神
話

　

高
千
穂
峰
は「
天
孫
降
臨
」の
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』や『
日

本
書
紀
』
に
は
、
天
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
「
筑
紫
日
向
之
高
千
穂
之
久
士
布

流
多
気
（
日
向
槵
日
高
千
穗
之
峯
）」
に
降
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、『
日
向
国
風
土
記
逸
文
』に
は
、ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は「
臼
杵
郡
知
鋪
郷
」

の「
日
向
之
高
千
穂
二
上
峯
」に
降
っ
た
と
し
て
い
る
。『
日
向
国
風
土
記
逸
文
』

は
作
成
時
期
に
不
明
な
部
分
も
あ
る
が
、こ
れ
ら
の
書
物
が
作
成
さ
れ
た
当
時
、

「
日
向
」の「
高
千
穂
之
久
士
布
流
多
気（
槵
日
高
千
穗
之
峯
・
高
千
穂
二
上
峯
）」

に
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
降
臨
し
た
と
い
う
共
通
し
た
伝
承
が
あ
っ
た
事
は
間
違

い
な
い
。

　

こ
の
異
な
る
伝
承
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
日
向
・
大
隅
国
境
の
高
千
穂
峰
と

日
向
国
北
部
の
高
千
穂
郷
の
２
箇
所
に
比
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
論
争
は
江
戸
時
代
に
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
橘
南
谿
が
記

し
た
『
西
遊
記
』
に
は
、

　

 

別
に
今
世
の
人
の
高
千
穂
の
峯
と
い
う
山
此
国
に
あ
れ
ど
も
、
甚
だ
の
小
山

に
し
て
、
神
書
に
し
る
せ
る
山
に
あ
ら
ず
、
高
千
穂
の
峯
と
い
う
は
此
霧
島

山
な
る
殊
、
種
々
の
慥
か
な
る
証
拠
あ
り
、
此
山
に
登
る
も
の
は
お
の
ず
か

ら
知
る
べ
し
、

　

と
あ
る
。
又
、
白
尾
国
柱
も
『
麑
藩
名
勝
考
』
に
お
い
て
、

　

 
今
ノ
臼
杵
ノ
高
千
穂
山
ト
イ
ヘ
ル
ハ
、
京
都
ニ
テ
イ
ハ
ヽ
吉
田
ノ
神
楽
岡
、

江
門
ニ
テ
ハ
芝
ノ
愛
宕
山
計
ナ
ル
茂
山
ニ
テ
、
中
々
霧
島
嶽
ナ
ト
ヽ
同
シ
日

ニ
論
フ
ヘ
キ
処
ニ
ア
ラ
ス
ト
、
イ
カ
テ
カ
ヽ
ル
丘
陵
ラ
シ
キ
岡
山
ニ
天
降
玉

フ
理
リ
ア
ラ
ン
哉
、

霧
島
神
宮
・
霧
島
岑
神
社
（
夷
守
神
社
が
合
祀
さ
れ
て
い
る
）・
霧
島
東
神
社
・

東
霧
島
神
社
・
狭
野
神
社
が
現
代
に
残
さ
れ
て
お
り
、
霧
島
東
神
社
に
伝
わ
る

祓
川
神
舞
、
狭
野
神
社
に
伝
わ
る
狭
野
神
楽
は
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
。

　

次
章
で
は
、
こ
の
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
４
つ
の
特
徴
の
う
ち
、
④
に
つ
い
て

考
察
し
た
い
。

四
　
霧
島
の
文
化

　（
一
）「
霧
島
山
」
と
は
何
か

　

ま
ず
「
霧
島
山
」
と
い
う
名
の
山
は
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、「
霧
島
」

と
は
ど
の
山
の
事
を
指
す
の
か
を
考
え
た
い
。

　

居
住
し
て
い
る
者
の
感
覚
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
か
ら
見
た
景
色
を
指
す

事
が
多
い
。
都
城
市
や
高
原
町
方
面
で
は
高
千
穂
峰
、
小
林
市
方
面
で
は
夷
守

岳
、
え
び
の
市
や
霧
島
市
方
面
で
は
韓
国
岳
を
中
心
と
し
た
連
山
と
、
そ
れ
ぞ

れ
対
象
が
異
な
っ
て
く
る
。

　
『
三
国
名
勝
図
會
』
に
は
霧
島
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

 

襲
之
高
千
穗
槵
日
二
上
峯
、
日
向
國
諸
縣
郡
・
大
隅
國
囎
唹
郡
に
跨
れ
る
、

大
嶽
に
て
、
常
に
霧
島
山
と
い
ふ
、（
中
略
）、
此
峯
今
霧
島
を
以
て
通
稱
と

す
と
い
へ
ど
も
、
往
古
は
高
千
穗
と
號
す
、（
中
略
）、
二
上
峯
の
如
き
、
東

に
あ
る
を
矛
峯
と
い
ふ
、
西
に
あ
る
を
火
常
峯
と
い
ふ
、

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
矛
峯
（
＝
高
千
穂
峰
）
と
火
常
峯
（
＝
御
鉢
）
を
総
称
し

て
「
二
上
峯
」
と
称
し
、
こ
れ
が
通
称
「
霧
島
山
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
の
事

で
あ
る
。
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格
前
は「
岑
」が
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、昇
格
後
は
依
り
代
の「
社
」

が
信
仰
の
対
象
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
霧
島
が
官
社
昇
格
か
ら
約
20
年
で
官
位
ま
で
授
け

ら
れ
て
い
た
事
、「
高
智
保
神
」
が
突
然
他
の
神
を
抜
い
て
昇
格
し
て
い
る
事

で
あ
る
。
前
述
の
天
孫
降
臨
神
話
と
何
か
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
康
保
４
年
（
９
６
７
）
に
施
行
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
の
日
向
国
の
項

に
は
、
都
農
神
社
・
都
萬
神
社
・
江
田
神
社
、
そ
し
て
「
霧
嶋
神
社
」
の
４
座

が
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
大
隅
国
の
項
に
は
「
霧
島
」
を
冠
し
た
神
社
は

な
い
事
か
ら
「
霧
島
」
は
日
向
国
側
に
根
ざ
し
た
信
仰
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。

ま
た
、「
霧
嶋
神
社
」
は
諸
縣
郡
唯
一
の
神
社
と
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
れ
以
後
、「
霧
島
神
」「
霧
島
神
社
」
は
正
史
に
登
場
し
な
い
。
お

そ
ら
く
御
鉢
等
の
噴
火
で
焼
失
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
時
期
、
霧
島
に
も
山
岳
修
行
者
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
記
録
は
残

っ
て
い
な
い
。
唯
一
記
録
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
霧
島
信
仰
の
中
興
に
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
性
空
の
伝
記
で
あ
る
。『
扶
桑
略
記
』『
今
昔
物
語
集
』
等
に
よ

る
と
、
延
喜
10
年
（
９
１
０
）
頃
に
京
都
で
生
ま
れ
た
性
空
は
、
青
年
期
に
霧

島
に
入
っ
た
。
霧
島
周
辺
の
社
記
等
で
は
、
山
深
い
霧
島
に
分
け
入
り
修
行
に

明
け
暮
れ
、
霧
島
を
盛
り
立
て
た
「
中
興
の
祖
」
と
い
う
扱
い
で
あ
る
が
、『
扶

桑
略
記
』
に
よ
る
と
、
実
際
は
庵
を
結
び
法
華
経
を
読
誦
す
る
と
い
う
修
行
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
霧
島
の
滞
在
は
わ
ず
か
４
年
で
、
そ
の
後
背
振

山
に
移
り
約
20
年
修
行
す
る
な
ど
、
中
興
の
祖
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
少
な
い

修
行
歴
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
様
々
な
修
験
者
の
功
績
が
、
実
際
に
修
行
に
訪

れ
た
性
空
に
集
約
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
性
空
が
霧
島
に
入
山
し
た
時
期
で
あ
る
。『
今
昔

物
語
集
』
か
ら
推
測
す
る
と
承
平
６
年
（
９
３
６
）
頃
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の

頃
『
延
喜
式
』
の
「
霧
嶋
神
社
」
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
性
空
が

入
山
し
た
頃
、
霧
島
は
霊
山
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
性
空

の
諸
伝
記
に
な
ぜ
霧
嶋
神
社
な
ど
の
宗
教
施
設
が
登
場
し
な
い
の
か
。
も
う
一

　

と
高
千
穂
峰
説
を
支
持
し
て
い
る
。

　（
三
）「
霧
島
」
の
信
仰
史

　
①
古
代

　

さ
て
、
霧
島
は
い
つ
か
ら
人
々
の
信
仰
を
集
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
史
料
に
基

づ
き
検
証
し
た
い
。

　

ま
ず
正
史
で
の
登
場
は
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
四
年
条
が
初
見
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
承
和
４
年
（
８
３
７
）、
都
濃
・
妻
・
江
田
と
共
に
「
霧
嶋

岑
神
」
が
官
社
に
昇
格
し
た
。
こ
の
時
す
で
に
「
霧
嶋
岑
神
」
は
日
向
国
内
の

有
力
な
神
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
『
日
本
三
大
実
録
』
天
安
二
年
十
月
己
酉
条
で
は
、
天
安
２
年

（
８
５
８
）、
従
五
位
下
の
高
智
保
神
と
都
農
神
に
従
四
位
上
、
従
五
位
上
の
都

萬
神
と
江
田
神
、「
霧
島
神
」
に
従
四
位
下
が
授
け
ら
れ
た
。
こ
の
「
霧
島
神
」

は
前
述
の
「
霧
島
岑
神
」
と
同
じ
で
、「
岑
」
が
抜
け
て
い
る
の
は
、
官
社
昇

写真３　高千穂峰（高原町から）

写真４　天逆鉾
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③
中
世

　

霧
島
連
山
は
幾
度
も
大
き
な
噴
火
を
繰
り
返
し
た
事
が
発
掘
調
査
に
よ
り
判

明
し
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
噴
火
が「
霧
島
高
原
ス
コ
リ
ア（Kr-Th

）」で
あ
る
。

御
鉢
起
源
の
噴
出
物
で
、高
原
町
を
中
心
に
宮
崎
市
方
面
ま
で
堆
積
し
て
い
る
。

た
だ
、
噴
火
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
現
在
で
は
、
霧
島
周
辺
の
殆
ど
の

社
記
に
記
さ
れ
て
い
る
文
暦
元
年
（
１
２
３
４
）
と
さ
れ
て
い
る
が
明
確
な
根

拠
は
な
い
。

　

文
暦
元
年
の
噴
火
以
後
の
霧
島
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
永
和
３
年(

１
３
７
７)

の
『
一
揆
神
水
契
状
案
』
が
最
も
古
い
。
一
揆
を
諸
神
に
誓
う
中

に
「
當
（
大
隅
）
國
鎮
守　

霧
嶋
権
現
」
と
あ
る
。
す
で
に
中
世
に
は
大
隅
国

で
信
仰
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

一
方
、
日
向
国
で
は
応
永
16
年
（
１
４
０
９
）
の
『
島
津
久
豊
願
状
』
が
最

も
古
い
。
東
霧
島
社
に
対
し
所
領
十
町
を
「
霧
島
六
所
権
現
」
に
寄
進
す
る
、

と
あ
る
。
ま
た
、
文
正
２
年
（
１
４
６
７)

に
は
島
津
立
久
が
妻
霧
嶋
社
造
営

の
寄
進
状
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
、
文
暦
元
年
の
噴
火
以
後
、
日
向
・

大
隅
近
辺
に
相
応
の
広
が
り
を
持
っ
た
信
仰
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

対
し
て
霧
島
に
最
も
近
い
狭
野
・
霧
島
東
社
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
史

料
が
残
っ
て
い
な
い
。
霧
島
東
社
に
つ
い
て
は
、『
三
国
名
勝
図
會
』
に
よ
る

と
、
文
明
16
年
（
１
４
８
４
）、
島
津
忠
昌
の
命
を
受
け
た
真
言
僧
の
兼
慶
に

よ
り
復
興
さ
れ
た
。
一
方
、
狭
野
社
に
つ
い
て
は
、
狭
野
神
社
文
書
『
霧
嶋
山

縁
起
續
禄
艸
案
（
享
保
20
・１
７
３
５
）』
に
よ
る
と
、文
暦
元
年
の
噴
火
以
後
、

東
霧
島
社
の
勅
詔
院
に
逃
れ
て
い
た
が
、
神
徳
院
住
職
の
舜
恵
が
神
輿
や
宝
物

等
を
「
揺
動
」
し
て
、
社
家
と
共
に
移
動
し
、
高
原
郷
麓
村
の
鎮
守
社
に
仮
宮

を
造
っ
て
い
る
。『
神
社
調　

諸
縣
郡
之
部
一
』
等
で
は
、
こ
の
出
来
事
を
天

文
12
年
（
１
５
４
３
）、
島
津
貴
久
の
命
に
よ
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に
東
霧
島

社
の
御
神
体
や
宝
物
６
種
も
持
ち
出
し
た
、
と
し
て
い
る
。

　

中
世
の
霧
島
は
、
起
請
文
に
登
場
す
る
等
信
仰
を
集
め
る
一
方
、
前
述
の
狭

野
社
の
例
の
よ
う
に
政
治
的
に
利
用
さ
れ
る
側
面
も
持
っ
て
い
た
。
そ
の
最
た

つ
注
意
し
た
い
の
は
、「
霧
嶋
神
社
」の
所
在
で
あ
る
。
霧
島
周
辺
の
諸
社
が「
我

こ
そ
は
」
と
言
っ
て
い
る
も
の
の
、具
体
的
な
場
所
は
全
く
判
明
し
て
い
な
い
。

　
②
霧
島
六
所
権
現
と
霧
島
六
社
権
現

　

こ
こ
で
、『
平
家
物
語
長
門
本
』
に
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。

　

 

日
向
国
西
方
が
島
津
の
庄
に
着
給
ふ
、
彼
庄
内
に
あ
さ
く
ら
野
と
云
所
に
、

ひ
と
つ
の
峰
高
く
そ
び
え
て
、
煙
り
た
え
せ
ぬ
所
あ
り
、
日
本
最
初
の
峰
、

霧
島
の
だ
け
と
号
す
、
金
峰
山
、
し
ゃ
か
の
だ
け
、
富
士
の
高
根
よ
り
も
、

最
初
の
峰
な
る
が
故
に
、
名
付
け
て
最
初
の
峰
と
い
ふ
、
六
所
権
現
の
霊
地

な
り
、

　

治
承
７
年
（
１
１
７
７
）
の
鹿
ヶ
谷
事
件
後
、
藤
原
成
経
と
俊
寛
が
鬼
界
島

に
流
罪
の
折
り
、
日
向
国
内
に
入
っ
た
時
の
一
文
で
あ
る
。
今
の
都
城
市
高
崎

町
方
面
か
ら
見
た
景
色
と
思
わ
れ
、「
ひ
と
つ
の
峰
」
が
高
千
穂
峰
、「
煙
た
え

せ
ぬ
」
が
御
鉢
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
霧
島
を
熊
野
の

釈
迦
岳
や
富
士
山
よ
り
も
「
最
初
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
事
で
あ
る
。

　
『
平
家
物
語
長
門
本
』
が
成
立
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
霧
島
は
「
日

本
最
初
の
峰
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
著
名
な
山
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
先
ほ
ど
登
場
し
た
「
霧
島
六
所
権
現
」
に
触
れ
た
い
。
狭
野
神
社
文

書
内
の
文
献
に
は
、
瓊
々
杵
尊
・
木
花
開
耶
姫
命
・
彦
火
火
出
見
尊
・
豊
玉
姫

命
・
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
・
玉
衣
姫
命
の
陰
陽
六
神
を
「
霧
島
六
所
権
現
」
と
し

て
い
る
。
仏
名
は
不
明
。
こ
れ
に
対
し
て
「
霧
島
六
社
権
現
」
と
は
、
前
述
の

６
つ
の
社
寺
を
指
す
。
た
だ
、『
三
国
名
勝
図
會
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ

は
最
大
公
約
数
の
「
霧
島
六
社
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
他
に
も
様
々
な
候
補
が
挙

が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
い
つ
か
ら
こ
の
６
社
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
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で
あ
る
。

　

 

廿
二
日
、
霧
島
の
社
に
ま
ふ
で
、
東
光
坊
に
止
ま
る
、
廿
四
日
、
東
光
坊
を

出
、
絶
頂
を
越
け
る
に
、
針
の
見
ず
、
鋏
の
岩
、
胎
内
く
ゞ
り
、
あ
や
う
き

坂
路
を
の
ぼ
り
、
御
逆
鉾
炎
出
る
の
池
、
名
所
残
り
な
く
見
め
ぐ
り
、
暮
に

及
び
て
、
西
き
り
島
の
社
に
ま
ふ
て
、
花
林
寺
に
留
る
、
廿
五
日
、
か
ら
く

り
だ
け
と
云
後
の
山
へ
登
り
、
岩
の
は
ざ
ま
に
、
を
の
ず
か
ら
の
文
字
あ
り
、

間
狭
く
て
ほ
の
く
ら
け
れ
ば
、
明
ら
か
に
見
え
ず
、
廿
七
日
、
西
の
在
所
を

出
、
大
隅
の
宮
う
ち
に
留
り
ぬ
、

　

橘
三
喜
は
、
延
宝
３
年
（
１
６
７
５
）
９
月
22
日
に
霧
島
社
（
霧
島
東
社
）

に
参
詣
し
東
光
坊
（
同
社
別
当
寺
の
錫
杖
院
）
に
宿
泊
。
24
日
、「
針
の
見
ず
」

「
鋏
の
岩
」「
胎
内
く
ぐ
り
」
を
経
て
高
千
穂
峰
に
登
頂
、「
御
逆
鉾
」「
炎
出
る

の
池
（
御
鉢
）」
等
の
名
所
を
見
て
西
霧
島
社
（
霧
島
神
宮
）
の
花
林
寺
に
宿

泊
。
翌
日
は
「
か
ら
く
り
だ
け
（
韓
国
岳
）」
に
登
頂
し
、
霧
島
を
後
に
し
た
。

登
山
中
に
見
え
る
「
針
の
見
ず
」「
鋏
の
岩
」「
胎
内
く
ぐ
り
」
は
、
今
の
二
子

石
岳
近
辺
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
頃
す
で
に
逆
鉾
や
御
鉢
は
名
所
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

霧
島
へ
の
登
頂
記
録
で
最
も
流
布
し
た
も
の
が
『
西
遊
記
』
で
あ
る
。
作
者

は
橘
南
谿
。
坂
本
龍
馬
も
姉
宛
の
手
紙
に
「
立
花
氏
の
西
遊
記
ほ
ど
ニ
ハ
な
け

れ
ど
も
」
と
記
し
て
い
る
程
広
く
読
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

南
九
州
を
訪
問
し
た
の
は
天
明
２
年
（
１
７
８
２
）
11
月
頃
と
思
わ
れ
、
当

時
語
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
霧
島
の
イ
メ
ー
ジ
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

 
此
山
の
絶
頂
に
た
ち
て
有
る
を
、
天
の
逆
鉾
と
い
う
、
誠
に
神
代
の
旧
物
に

し
て
、
奇
絶
の
品
又
是
を
比
す
べ
き
も
の
な
し
、
人
々
皆
珍
ら
し
と
尊
び
て
、

拝
せ
ん
こ
と
を
希
う
と
い
え
ど
も
、
此
霧
島
山
格
別
の
高
山
に
し
て
、
殊
に

火
も
え
、
風
動
き
、
其
外
種
々
の
神
変
、
不
思
議
、
怪
異
、
珍
奇
多
く
、
登

る
も
の
が
島
津
氏
と
伊
東
氏
の
勢
力
争
い
で
あ
る
。
霧
島
連
山
は
、
島
津
氏
に

と
っ
て
は
日
向
中
部
に
抜
け
る
足
が
か
り
と
大
隅
国
へ
の
侵
攻
を
阻
む
防
衛

ラ
イ
ン
、
伊
東
氏
に
と
っ
て
は
大
隅
国
へ
と
侵
攻
で
き
る
最
前
線
基
地
と
し

て
、
双
方
重
要
視
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
狭
野
社
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ

う
に
島
津
貴
久
の
命
に
よ
り
高
原
郷
に
遷
宮
し
た
一
方
、
霧
島
東
社
は
、
伊

東
義
祐
が
修
験
者
の
池
郷
民
部
を
派
遣
し
支
配
下
に
置
く
な
ど
、
天
正
４
年

（
１
５
７
６
）
の
高
原
城
攻
め
以
前
は
霧
島
を
中
心
に
両
氏
で
せ
め
ぎ
合
っ
て

い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。

　

島
津
氏
の
最
終
意
志
決
定
機
関
に
「
御
鬮
」
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
天
文
年

間
か
ら
永
禄
２
年
（
１
５
５
９
）
ま
で
は
大
隅
国
一
宮
で
あ
る
大
隅
正
八
幡
宮

で
引
い
て
い
た
の
に
対
し
、
永
禄
６
年
（
１
５
６
３
）
に
島
津
貴
久
が
初
め
て

伊
東
氏
の
勢
力
に
近
い
霧
島
で
引
い
た
。
ま
た
、
永
禄
８
年
（
１
５
６
５
）
に

は
霧
島
神
宮
の
別
当
寺
華
林
寺
住
持
の
頼
継
が
鬮
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
他
、

天
正
４
年
に
は
霧
島
社
内
で
神
楽
を
催
す
な
ど
、
そ
の
年
の
高
原
城
攻
め
を
含

む
一
連
の
伊
東
氏
と
の
争
い
を
優
位
に
進
め
る
た
め
、
あ
え
て
霧
島
を
利
用
し

た
と
解
さ
れ
る
。

　

高
原
城
を
攻
め
落
と
し
た
後
、島
津
氏
は
霧
島
一
帯
を
支
配
下
に
組
み
入
れ
、

同
６
年
に
は
霧
島
東
社
を
支
配
し
て
い
た
池
郷
民
部
を
殺
害
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
霧
島
の
全
て
が
島
津
氏
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
④
近
世
～
霧
島
を
旅
し
た
人
々
～

　

前
述
の
よ
う
に
霧
島
の
歴
史
及
び
宗
教
は
、
特
に
中
世
に
お
い
て
は
戦
乱
と

共
に
歩
ん
だ
歴
史
と
言
え
る
。

　

対
し
て
政
治
情
勢
が
安
定
し
た
近
世
に
お
い
て
は
、
文
献
を
見
る
と
中
世
の

よ
う
な
大
き
な
動
き
は
な
く
、
ひ
た
す
ら
社
寺
の
運
営
が
主
体
と
な
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
興
味
深
い
の
は
、
安
定
し
た
時
代
に
な
り
外
部
か
ら
の
視
点

が
増
え
た
事
、
す
な
わ
ち
旅
行
者
か
ら
見
た
霧
島
の
姿
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
の
霧
島
登
頂
で
最
も
古
い
文
献
は
、
橘
三
喜
の
『
一
宮
巡
詣
記
』
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『
西
海
雑
志
』を
見
る
と
、霧
島
登
頂
を
果
た
し
た
後
、同
行
し
た「
宰
領
の
郷
士
」

か
ら
「
魔
所
な
れ
バ
と
頻
に
下
山
を
促
す
ゆ
へ
」
と
い
う
事
で
急
ぎ
下
山
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
華
林
寺
の
住
持
か
ら
興
味
深
い
話
を
聞
い
て
い
る
。

　

 

別
当
華
林
寺
へ
立
寄
に
、
当
住
五
峯
和
尚
余
が
遠
国
よ
り
登
山
せ
し
を
奇
特

の
事
と
称
美
し
て
方
丈
に
迎
へ
ら
れ
、
体
面
あ
り
て
山
中
の
異
事
な
ど
委
細

物
語
り
聞
ら
れ
た
り
。
中
に
も
取
わ
け
て
奇
談
と
す
る
ハ
此
寺
に
年
久
し
く

仕
る
下
僕
あ
り
。
其
者
山
中
へ
薪
な
ど
を
拾
ひ
に
行
に
、
折
に
よ
り
て
山
深

く
う
か
れ
い
り
帰
る
時
は
い
つ
に
て
も
桃
の
実
七
八
顆
を
持
来
り
、
我
も
食

し
人
に
も
与
へ
る
ゆ
へ
恠
み
て
そ
の
子
細
を
尋
ね
問
に
、
処
は
何
方
く
と
も

さ
だ
か
で
な
れ
ど
一
ッ
の
桃
の
林
に
い
た
る
事
あ
り
。
其
林
の
赤
に
十
七
八

ば
か
り
よ
り
廿
四
五
才
の
誠
に
美
麗
の
神
女
戯
れ
遊
び
居
た
ま
ひ
て
、
余
が

来
る
を
見
て
桃
の
実
を
取
て
あ
た
へ
た
り
と
語
り
ぬ
。
あ
ま
り
の
不
思
議
な

れ
バ
吾
も
其
桃
の
実
を
食
し
試
る
に
、
世
間
の
桃
と
味
ひ
か
わ
る
事
な
か
り

き
。
其
後
二
三
度
も
桃
の
実
を
貰
ひ
帰
り
し
ゆ
へ
余
の
人
々
下
僕
に
伴
ひ
山

中
に
わ
け
い
り
し
に
、
終
に
桃
林
に
至
る
事
な
く
む
な
し
く
帰
り
ぬ
。

　

松
浦
武
四
郎
が
霧
島
を
訪
問
し
た
時
期
は
蝦
夷
地
に
赴
い
た
弘
化
２
年

（
１
８
４
５
）
以
前
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
話
は
い
わ
ゆ
る
桃
源
郷
の
話
で
、

霧
島
山
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
七
不
思
議
に
は
全
く
な
く
、
か
つ
現
に
体
験
し
た

者
が
存
命
し
て
い
た
と
い
う
、
非
常
に
不
可
思
議
な
話
で
あ
る
。

　

ま
た
、
武
四
郎
は
そ
の
他
の
話
も
書
き
留
め
て
い
る
。

　

 
此
辺
山
か
せ
ぎ
を
な
す
者
折
々
蟒
蛇
、
野
馬
、
大
蟇
な
ど
は
見
か
け
た
る
事

あ
れ
ど
も
、
外
に
一
人
も
神
女
に
出
逢
し
も
の
な
し
と
か
や
。

　

前
述
の『
西
遊
記
』と
同
じ
よ
う
な
話
で
あ
る
が
、『
西
遊
記
』と『
西
遊
雑
志
』

の
間
の
約
１
０
０
年
間
、
変
わ
ら
ず
こ
う
い
っ
た
怪
異
が
ご
く
普
通
に
あ
っ
た

る
も
の
不
時
に
紛
失
す
る
事
抔
毎
度
の
事
ゆ
え
に
、
薩
州
の
人
と
い
え
ど
も

恐
れ
て
絶
頂
に
至
る
者
す
く
な
し
、

　
「
奇
絶
の
品
」
と
評
さ
れ
る
天
の
逆
鉾
が
あ
る
一
方
、
怪
異
等
も
多
く
登
山

中
に
行
方
不
明
に
な
る
者
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、「
大
浪
池
」
や
「
紫

の
池
（
白
紫
池
か
？
）」
辺
り
は
次
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
も
聞
き
及
ん

で
い
る
。

　

 

此
山
に
は
蚺
蛇
多
く
住
み
て
、
池
の
辺
最
も
多
く
、
樵
者
と
い
え
ど
も
池
の

辺
に
行
く
事
な
し
。
も
し
池
近
く
を
通
る
時
に
は
無
言
に
て
通
る
と
な
り
。

人
語
の
ひ
び
き
を
聞
け
ば
大
蛇
か
な
ら
ず
出
で
て
人
を
の
む
と
い
う
、
又
野

馬
と
い
う
も
の
あ
り
て
、
形
馬
の
ご
と
く
、
髪
長
く
し
て
地
に
引
き
、
お
そ

ろ
し
き
姿
の
獣
な
れ
ど
も
、
人
を
害
す
る
事
は
な
し
と
也
。

　

ま
た
、
こ
の
他
に
も
「
種
種
の
毒
蛇
、
悪
獣
、
大
蜘
蛛
、
大
蝦
蟇
等
」
が
非

常
に
多
く
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
さ
に
魔
界
・
魔
所
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
前
評
判
を
聞
い
て
い
た
た
め
、
南
谿
は
ま
ず
鹿
児
島
の
旅
宿
で

勇
壮
の
男
子
を
一
人
雇
い
、
さ
ら
に
霧
島
社
内
の
山
下
坊
で
先
達
を
依
頼
し
て

登
頂
を
試
み
た
。
し
か
し
、
御
鉢
を
越
え
た
辺
り
か
ら
天
候
が
急
変
し
、
先
達

の
助
言
に
よ
り
や
む
な
く
下
山
し
た
も
の
の
、
途
中
で
天
候
が
好
転
す
る
と
、

「
是
よ
り
下
山
せ
ん
事
、
生
涯
の
い
こ
ん
な
る
べ
し
」
と
思
い
単
身
登
頂
を
果

た
し
た
。

　

山
頂
で
南
谿
が
見
た
霧
島
の
景
色
は
、「
天
気
晴
明
に
し
て
四
方
目
の
及
ぶ

限
り
み
え
渡
り
、
其
心
地
よ
き
事
今
に
わ
す
れ
が
た
し
」「（
御
鉢
の
馬
の
背
越

え
に
て
）
天
地
晦
冥
し
て
怪
異
益
々
は
な
は
だ
し
」「
こ
と
ご
と
く
筆
に
尽
く

す
べ
き
に
な
ら
ず
、
殊
に
山
上
の
有
さ
ま
は
人
間
に
洩
ら
さ
ざ
る
山
法
な
り
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

霧
島
が
当
時
恐
れ
ら
れ
て
い
た
話
は
他
に
も
あ
る
。
松
浦
武
四
郎
が
記
し
た
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記
か
ら
考
え
る
霧
島
の
魅
力
を
考
え
て
み
た
い
。

　

霧
島
（
高
千
穂
峰
）
は
前
述
の
通
り
「
天
孫
降
臨
」
の
舞
台
と
い
う
輝
か
し

い
神
話
を
持
つ
。
ま
た
、「
日
本
最
初
の
峰
」
と
い
う
、
こ
の
上
も
な
い
名
誉

の
称
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
と
っ
て
も
霧
島
は
「
聖
な
る
場
所
」
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
事
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
、『
西
遊
記
』
や
『
西
遊
雑
志
』
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

怪
異
や
魔
物
な
ど
「
俗
（
悪
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
）」
な
る
物
も
同
時
に
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
っ
た
、
あ
る
一
面
だ
け
で
は
な
い
、
様
々
な
姿
を
持
ち
、
簡
単
に
は

理
解
で
き
な
い
、
語
れ
な
い
の
が
霧
島
の
魅
力
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　�

終
わ
り
に

　
　
　
～
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
世
界
申
請
と
ジ
オ
パ
ー
ク
の
今
後
～

　

平
成
28
年
５
月
21
日
、
第
27
回JGC

が
開
催
さ
れ
、GGN

へ
の
推
薦
申
請

が
あ
っ
た
「
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
」「
桜
島
・
錦
江
湾
ジ
オ
パ
ー
ク
」
に
つ
い
て
、

推
薦
見
送
り
と
な
っ
た
。
両
ジ
オ
パ
ー
ク
と
も
国
内
で
の
活
躍
及
び
貢
献
は
認

め
ら
れ
た
も
の
の
、JGC

か
ら
発
せ
ら
れ
た
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○ 

同
地
質
の
隣
接
し
た
桜
島
ジ
オ
パ
ー
ク
と
個
別
の
も
の
と
し
て
評
価
し
て
推

薦
す
る
事
が
出
来
な
い
。

○ 
他
の
活
火
山
を
有
す
る
ジ
オ
パ
ー
ク
と
国
際
的
な
価
値
が
ど
の
よ
う
に
違
う

の
か
明
確
に
す
べ
き
。

○
国
際
的
な
活
動
を
進
め
て
い
く
た
め
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
実
績
が
不
足
。

　

ま
ず
取
り
下
げ
と
な
っ
た
前
提
に
、
前
年GGN

へ
推
薦
申
請
を
し
た
伊
豆

半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
が
推
薦
取
り
下
げ
を
し
て
い
な
い
事
が
あ
る
。「
１
申
請
に

も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
差
し
引
い
て
も
前
述
の
神
女
の
話
は
相
当

イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
話
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
他
、
記
録
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
も
、
橘
南
谿
の
直
後
に
登
頂
を
試
み

た
古
川
古
松
軒
、
高
山
彦
九
郎
、
坂
本
龍
馬
な
ど
、
名
だ
た
る
著
名
人
が
霧
島

に
登
頂
し
て
は
そ
の
模
様
を
詳
細
に
認
め
て
い
る
。
坂
本
龍
馬
は
、
そ
う
い
っ

た
怪
異
的
な
記
述
は
な
く
、
犬
飼
の
滝
を
見
て
「
実
此
世
の
外
か
と
お
も
わ
れ

候
」
と
絶
賛
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
を
理
解
し
て
も
ら
う
上
で
最
も
重
要
な
も
の
は
何

か
。
そ
れ
は
ジ
オ
ツ
ア
ー
を
通
し
て
霧
島
の
魅
力
を
体
感
す
る
事
で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
の
旅
行
記
を
見
る
と
、
多
く
は
個
人
で
登
頂
し
て
い
る
内
容
で
あ
る

が
、
注
目
は
『
西
遊
記
』
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
事
は
、
登
頂
す
る
者
が

あ
れ
ば
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
霧
島
社
の
坊
に
属
す
る
修
験
者
が
先
達
と
し
て

山
頂
ま
で
案
内
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
当
然
、
そ
の
道
す
が
ら
、
山
に

関
わ
る
様
々
な
事
を
説
明
し
な
が
ら
で
あ
る
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
南
谿
が

登
頂
し
た
際
も
、
先
達
か
ら
は
御
鉢
の
馬
の
背
越
の
渡
り
方
や
大
浪
池
周
辺
の

怪
異
等
の
説
明
を
受
け
て
い
る
。

　

ま
た
非
公
式
で
は
あ
る
が
、
松
浦
武
四
郎
が
折
生
田
村
か
ら
霧
島
に
登
頂
す

る
際
も
、
村
内
の
「
す
ぐ
れ
て
勇
猛
屈
竟
の
郷
士
」
が
付
き
添
い
と
し
て
選
ば

れ
、
登
山
道
に
お
い
て
も
様
々
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
者
は
ガ
イ
ド
的
な
案
内
か
ら
安
全
面
の
配
慮
ま
で
行
っ
て
い
た
感

が
あ
る
。
そ
の
役
割
は
、
今
の
ジ
オ
ガ
イ
ド
と
ほ
ぼ
変
わ
り
な
い
の
で
は
な
い

か
。
ジ
オ
パ
ー
ク
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
ジ
オ
ツ
ア
ー
（
ガ
イ
ド
）」
は
、

霧
島
に
お
い
て
は
す
で
に
江
戸
時
代
に
あ
る
程
度
制
度
化
し
て
い
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
理
解
し
て
も
ら
う
べ
き
霧
島
の
魅
力
と
は
何
か
。
前
述
の
霧
島

ジ
オ
パ
ー
ク
４
つ
の
特
徴
も
も
ち
ろ
ん
霧
島
の
魅
力
で
あ
る
が
、
先
人
の
旅
行
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あ
く
ま
で
高
千
穂
峰
に
限
っ
た
も
の
で
霧
島
連
山
全
体
の
も
の
で
は
な
い
。
つ

ま
り
、
霧
島
連
山
の
歴
史
文
化
関
係
に
お
け
る
基
礎
研
究
が
圧
倒
的
に
不
足
し

て
い
る
、
そ
れ
が
今
の
霧
島
の
現
状
で
あ
る
。

　

今
後
霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
に
必
要
な
の
は
、「
霧
島
に
生
き
る
人
々
の
生
活
＝

霧
島
の
文
化
」
の
研
究
を
推
進
す
る
事
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
通
り
地
域
そ
れ
ぞ

れ
で
崇
め
る
霧
島
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
霧
島
」
の
歴
史
・
文
化

の
研
究
を
進
め
る
事
に
よ
り
、
高
千
穂
峰
だ
け
で
は
な
い
霧
島
そ
の
も
の
の
歴

史
・
文
化
を
明
ら
か
に
す
る
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
ジ
オ
パ
ー
ク
に
一
抹
の
不
安
を
覚
え
る
事
が
２
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
、
ジ
オ
パ
ー
ク
が
認
定
条
件
に
も
含
ま
れ
て
い
る
地
域
の
文
化
を
認

知
す
る
力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
例
と
し
て
、
伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク

の
世
界
申
請
に
関
し
て
、
認
定
の
保
留
理
由
に
、
現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
イ

ル
カ
の
追
い
込
み
漁
が
含
ま
れ
て
い
た
と
新
聞
記
事
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
が

保
留
の
理
由
に
な
る
と
、
か
つ
て
ク
ジ
ラ
や
イ
ル
カ
猟
で
栄
え
た
三
陸
ジ
オ
パ

ー
ク
の
よ
う
な
所
が
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
を
目
指
す
の
は
初
め
か
ら
無
理
と
い
う

事
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
漁
も
生
活
に
根
ざ
し
た
立
派
な
文
化
で
あ
る
が
、JGC

やJGN

は
、
地
質
で
は
な
い
こ
の
問
題
に
ど
う
答
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
は
、
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
三
陸
沿
岸
部
の
復
興
事
業
と
ジ
オ
パ

ー
ク
と
の
関
係
で
あ
る
。
三
陸
ジ
オ
パ
ー
ク
の
構
成
市
町
村
の
一
つ
で
あ
る
大

槌
町
は
、
江
戸
時
代
に
は
南
部
藩
の
代
官
所
が
置
か
れ
、
藩
南
部
沿
岸
の
要
衝

で
あ
っ
た
。
当
時
の
絵
図
面
が
い
く
つ
か
残
っ
て
お
り
、
現
代
ま
で
地
割
り
に

殆
ど
変
化
が
な
い
事
が
発
掘
調
査
等
に
よ
り
判
明
し
て
い
る
。

　

海
沿
い
に
市
街
地
が
形
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
明
治
29
年
（
１
８
９
６
）
の

明
治
三
陸
大
津
波
、
昭
和
８
年
（
１
９
３
３
）
の
昭
和
三
陸
大
津
波
、
同
35
年

（
１
９
７
０
）
の
チ
リ
地
震
津
波
を
中
心
に
何
度
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
が
、

そ
の
度
同
じ
場
所
に
市
街
地
を
復
興
し
た
。
と
こ
ろ
が
５
年
前
の
東
日
本
大
震

災
の
津
波
に
よ
り
壊
滅
し
、
復
興
事
業
に
よ
り
市
街
地
中
心
部
は
数
ｍ
の
盛
り

土
が
行
わ
れ
る
事
と
な
っ
た
。

つ
き
２
ジ
オ
パ
ー
ク
ま
で
」
の
原
則
で
は
、
霧
島
・
桜
島
錦
江
湾
の
ど
ち
ら
か

を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
霧
島

と
桜
島
が
統
合
す
る
と
い
う
案
も
提
言
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
こ
の
取
り
下
げ
の
経
緯
を
見
る
と
疑
問
点
も
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず

専
門
家
た
るJGC
が
霧
島
と
桜
島
を
個
別
の
も
の
と
し
て
評
価
で
き
な
い
も

の
を
、
各
ジ
オ
パ
ー
ク
が
証
明
す
る
事
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
国

内
約
１
１
０
箇
所
の
活
火
山
の
う
ち
10
地
域
が
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
中
、
当
然
似
た
よ
う
な
地
域
の
火
山
に
基
づ
い
た
ジ
オ
パ
ー
ク
が
出

て
く
る
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
審
査
時
に
討
議
さ
れ
て
い

る
べ
き
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
他
、「
国
際
的
な
価
値
」
の
根
拠
。
す

で
に
認
定
さ
れ
て
い
る
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
で
は
ど
の
よ
う
な「
国
際
的
な
価
値
」

が
あ
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
内
容
は
も
っ
と
細
か
く
説
明
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
れ
と
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定
さ
れ
る
に
は
、
前
述
の
通
り
地
質
だ
け
で
な
く

考
古
学
的
・
文
化
的
な
価
値
も
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
取
り
下
げ
の

経
緯
に
文
化
に
関
す
る
事
が
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。GGN
認
定
を
目
指

す
上
で
上
記
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
な
い
限
り
は
、
両
者
を
合
併
す
る
案
が
現
実

的
な
手
段
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
文
化
面
か
ら
見
て
果
た
し
て
霧
島
と
桜
島
が

「
同
じ
も
の
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
「
文
化
」
と
は
何
か
。
故
井
上
ひ
さ
し
は
「
文
化
と
は
み
ん
な
の

日
常
生
活
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
霧
島
ジ
オ

パ
ー
ク
の
魅
力
を
語
る
上
で
今
後
重
要
と
な
る
の
は
、「
文
化
」
す
な
わ
ち
霧

島
で
暮
ら
し
て
い
る
人
々
が
、
霧
島
か
ら
ど
の
よ
う
な
恩
恵
を
受
け
て
い
た
の

か
、
霧
島
が
人
々
の
生
活
に
ど
う
関
わ
っ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
視
点
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

霧
島
ジ
オ
パ
ー
ク
の
文
化
面
で
挙
げ
て
い
る
魅
力
を
見
る
と
、「
天
孫
降
臨

神
話
」「
霧
島
六
社
権
現
」「
神
楽
」
と
、
ど
れ
も
高
千
穂
峰
を
中
心
と
し
た
も

の
で
霧
島
全
体
の
魅
力
で
は
な
い
。
ま
た
、
前
述
の
霧
島
の
信
仰
や
歴
史
も
、



― 27 ―

の
よ
う
に
湧
き
始
め
、
被
災
者
の
飲
料
水
確
保
に
役
立
っ
た
と
聞
く
。
震
災
２

年
後
に
は
、
津
波
が
浸
水
し
た
地
域
は
こ
の
水
に
よ
り
ミ
ズ
ア
オ
イ
等
が
生
息

す
る
湿
原
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
ま
た
、
町
中
心
部
の
源
水
川
に
は
「
イ
ト

ヨ
」
と
呼
ば
れ
る
淡
水
魚
が
生
息
し
て
い
た
が
、
津
波
に
よ
り
内
陸
の
イ
ト
ヨ

と
、
海
に
生
息
し
、
春
に
な
る
と
遡
上
す
る
「
遡
河
型
」
と
呼
ば
れ
る
別
種
の

イ
ト
ヨ
が
交
わ
っ
て
新
し
い
混
種
が
生
ま
れ
る
と
い
う
、
か
つ
て
な
い
事
が
起

こ
り
始
め
て
い
た
。

　

平
成
26
年
６
月
、
大
槌
町
で
生
き
物
文
化
誌
学
会
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
混
種

の
イ
ト
ヨ
に
つ
い
て
も
「
継
続
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
い
く
」
と
い
う
方
針

が
共
有
さ
れ
た
が
、
復
興
事
業
に
伴
う
盛
り
土
工
事
に
よ
り
、
生
活
に
根
ざ
し

た
自
噴
井
は
地
中
深
く
蓋
を
さ
れ
、
混
種
の
イ
ト
ヨ
は
仮
の
生
息
場
所
が
作
ら

れ
た
も
の
の
、
混
種
が
生
息
し
て
い
た
湿
原
は
消
滅
し
た
。
復
興
事
業
に
よ
り

か
つ
て
人
の
生
活
が
営
ま
れ
た
大
地
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
人
と
大
地
の
記
憶
が

切
り
離
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ジ
オ
パ
ー
ク
は
前
述
の
通
り
「
地
質
や
地
形
な
ど
の
地
球
活
動
の
記
録
を
保

全
し
て
研
究
教
育
に
活
か
す
と
共
に
、
地
質
や
地
形
の
な
り
た
ち
や
そ
れ
ら
と

人
の
暮
ら
し
の
関
わ
り
を
実
感
し
て
楽
し
む
と
こ
ろ
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

新
燃
岳
を
例
に
取
る
と
、
平
成
噴
火
前
の
火
口
に
は
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の

池
が
あ
っ
た
が
、
噴
火
に
よ
り
消
滅
し
溶
岩
溜
ま
り
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
変
わ
っ
て
い
く
「
自
然
の
変
化
＝
地
球
の
記
録
」
が
見
ら
れ
る
の
も
ジ
オ

パ
ー
ク
の
魅
力
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
、
こ
の
三
陸
の
変
化
は
果
た
し
て
自
然

の
変
化
・
魅
力
と
呼
べ
る
の
か
。
人
の
生
活
と
関
わ
り
の
深
い
大
地
の
記
憶
が

消
さ
れ
て
い
く
、
断
ち
切
ら
れ
て
い
く
今
、
ジ
オ
パ
ー
ク
は
単
に
地
質
学
者
の

サ
ロ
ン
で
あ
れ
ば
事
足
り
る
の
か
、
そ
れ
と
も
大
地
と
人
の
生
活
・
文
化
を
繋

げ
る
新
た
な
分
野
と
な
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
人
為
的
な
変
化
に
太
刀
打
ち
す

る
事
が
出
来
る
の
か
、そ
の
対
応
が
今
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

元
々
水
が
湧
き
や
す
い
大
槌
に
は
、
発
掘
調
査
に
よ
り
古
く
か
ら
水
と
ま
ち

づ
く
り
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
事
が
判
明
し
て
い
る
。
町
西
部
に
横
た
わ
る

北
上
山
地
か
ら
市
街
地
そ
し
て
大
槌
湾
に
向
か
う
、
山
か
ら
海
ま
で
の
短
い
距

離
を
約
１
０
０
０
ｍ
の
高
低
差
を
利
用
し
て
一
気
に
水
が
下
り
て
く
る
た
め
圧

力
が
非
常
に
高
い
地
下
水
脈
が
あ
る
。
市
街
地
の
地
下
30
ｍ
に
あ
る
こ
の
水
脈

に
地
上
か
ら
水
管
を
打
ち
付
け
る
と
、
水
が
地
上
約
50
～
70
㎝
近
く
ま
で
吹
き

上
が
る
の
で
あ
る
。
揚
水
で
は
な
く
自
ら
噴
き
上
が
る
た
め
「
自
噴
井
」
と
呼

ば
れ
、
三
陸
ジ
オ
パ
ー
ク
で
も
大
槌
を
代
表
す
る
サ
イ
ト
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

　

震
災
前
の
大
槌
町
に
は
約
１
７
０
箇
所
の
自
噴
井
が
あ
り
、
そ
れ
は
各
家
の

持
ち
物
だ
っ
た
り
何
軒
か
の
共
有
で
あ
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
自
然

現
象
は
、
三
陸
沿
岸
で
も
大
槌
だ
け
に
見
ら
れ
る
貴
重
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

震
災
直
後
、
自
噴
井
は
一
時
枯
渇
し
て
い
た
が
、
震
災
数
日
後
に
は
い
つ
も

写真５　町方地区の自噴井（須賀町）

写真６　町方遺跡発掘調査の様子
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2011�年～ 12�年の火山活動�

表５　えびの高原（硫黄山）の概要（日本活火山総覧 ( 英語名は気象庁�HP）による）�

2011�年�1�月�31�日�13�時�44�分�

2012�年�11�月�8�日�11�時�19�分��
海上自衛隊第�72�航空隊鹿屋航空分遣隊の�

ヘリコプターから撮影�

2016�年�8�月�21�日��
エコミュージアムから撮影�
（右奥は韓国岳）�

2011�年�1�月�27�日�14�時�56�分��
九州地方整備局のヘリコプターから撮影
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表３　御鉢の概要（日本活火山総覧 ( 英語名は気象庁�HP）による）�

表４　新燃岳の概要（日本活火山総覧 ( 英語名は気象庁�HP）による）

2015�年２月�20�日撮影�

2003�年�12�月�16�日撮影
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表１　噴火警戒レベル

（気象庁リーフレット「火山�－その監視と防災－」より）�

表２　噴火警報・予報のほかに気象庁の発表する火山に関する情報�

降灰と火山ガスの予報�

火山現象に関する情報�

（気象業務はいま�2016�版�より）�
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発表されました。一連の噴火では爆発的噴火が 13 回発生、大きな噴石が火口から 3.2km まで飛

散したほか、空振や小さな噴石による小被害が多数発生しました。その後、同年 9 月 8 日以降噴

火は無く、火山活動が落ち着いた状態になったことから、2013（平成 25）年 10 月 22 日に噴火

警戒レベルが２（火口周辺規制）へ引下げられ、現在に至っています。

表４に新燃岳の概要を示します。写真は 2011 年の噴火前後の様子で、噴火後は火口内を噴出

した溶岩が埋めているのを見ることが出来ます。この溶岩は現在も火口内に残っています。

＜えびの高原（硫黄山）周辺＞

えびの高原の硫黄山周辺では、近年では 2014（平成 26）年８月 20 日から火山活動が高ま

り、同年 10 月 24 日に火口周辺警報（火口周辺危険）が発表されました。いったん活動が収まり、

2015（平成 27）年 5 月 1 日に警報を解除しましたが、2016（平成 28）年 2 月 28 日、地震回

数が増えたことなどから、再度火口周辺警報（火口周辺危険）が発表されました。その後、地震

活動なども収まり、同年 3 月 29 日に警報が解除され、現在に至っています。

えびの高原（硫黄山）周辺では、2014（平成 26）年８月～ 2016（平成 28）年３月にかけて

の活動の際には噴火警戒レベルが導入されていませんでしたが、2016（平成 28）年 12 月６日

にレベルが導入され、６日現在、レベルは最低の１（活火山であることに留意）となっています。

しかしながら、火口周辺では高温の場所や噴気が出ているところがあり、周辺では火山ガス（硫

化水素）も検出されています。このため一部では立入規制が行なわれていますので、地元自治体

の設置した規制標識等に従って安全な登山を心がけてください。

表５にえびの高原（硫黄山）周辺の概要を示します。

８．おわりに
本講演は、気象庁のリーフレット、ホームページ等をベースに構成しました。特に、気象庁のホー

ムページ（http://www.jma.go.jp）には、天気予報等のリアルタイムのデータだけでなく、発表さ

れる情報についての説明、気象や地震・火山といった現象についての解説も掲載されていますので、

是非そちらもあわせてご覧ください。

引用文献

気象庁　火山　－その監視と防災－　2015.3

気象庁　気象業務はいま　－守ります 人と 自然と この地球－　2016.6

気象庁　日本活火山総覧（第４版）　2013.3

このほか、気象庁ホームページに掲載の各種解説
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霧島山は、742（天平 14）年以来、60 回を超える噴火の記録があり、寺社や人家の焼失や田畑

の埋没、泥流による被害等が記載されています。特に、過去の噴火において、宮崎県側は霧島山

火山の風下側に当たったことから、火山灰等の噴出物や土石流などの二次災害の記録が多く残っ

ています。16 世紀以前の記録には噴火地点の記録はありませんが、被害の範囲等から御鉢もしく

は新燃岳の噴火と考えられています。この他、1768 年には、えびの高原から噴火が始まり硫黄山

が形成されました。

霧島山は気象庁が 24 時間体制で監視をしている常時観測火山の一つですが、特に、図７の中で

赤い三角と文字で示されている、えびの高原（硫黄山）周辺、新燃岳、御鉢は、噴火警戒レベル

が導入されるなど、観測が特に強化されている火山です。以下、御鉢、新燃岳、えびの高原（硫

黄山）周辺、の順に見ていきます（記載内容はいずれも 2016（平成 28）年 12 月６日現在）。

＜御鉢＞

御鉢は霧島火山中、最も活動的な火山ですが、1923（大正 12）年の噴火以降は噴火の記録は

ありません。

表３に御鉢の概要を示します。

＜新燃岳＞

新燃岳では、1716 ～ 1717 年（享保元～ 2 年）に大噴火が発生したほか、2011（平成 23）年

1 月 26 日から約 300 年ぶりに本格的なマグマ噴火が発生し、噴火警戒レベル３（入山規制）が

図７　霧島山周辺の地形
（国土地理院数値地図 50mメッシュ（標高）使用）
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まる場合（レベル２～３に相当）は、噴火警報（火口周辺）を、それぞれ発表します。

噴火警報を解除する場合等には「噴火予報」を発表します。なお、気象庁では、平成 25 年８月

30 日から特別警報の運用を始めましたが、火山の噴火についても、「警戒が必要な範囲」が居住

地域まで及ぶ場合に発表する「噴火警報（居住地域）」を特別警報として位置付けています。

６．気象庁が発表する火山に関する情報・資料
気象庁は、火山災害軽減のため、全国 110 の活火山を対象として噴火警報・予報を発表するほか、

定期的または必要に応じて、表２に示す情報を発表しています。

これらの情報の中で、最も新しいものが噴火速報です。これは、登山中の方や周辺にお住まい

の方に、火山が噴火したことを端的にいち早くお伝えすることにより命を守る行動を取っていた

だくための情報で、2015（平成 27）年８月から発表が開始されました。

この噴火速報は、遠望カメラ、地震計、空振計等で噴火を確知することができる常時観測火山

を対象に、初めて若しくは一定期間以上の間をあけて噴火した場合、又は継続的に噴火している

火山でそれまでの規模を上回る噴火を確認した場合に発表します。視界不良により遠望カメラで

噴火が確認できない場合でも、地震計や空振計のデータで噴火を推定できる場合は、「噴火したも

よう」として噴火速報を発表します。一方で、普段から噴火している火山において、普段と同じ

規模の噴火が発生した場合や、噴火の規模が小さく、噴火が発生した事実をすぐに確認できない

場合、噴火が発生しても噴火速報は発表されませんのでご留意ください。

噴火速報は気象庁ホームページのほか、テレビやラジオ、スマートフォンアプリ等を通じて携

帯端末などで知ることができます。スマートフォンアプリ等で噴火速報を提供している事業者に

ついては、気象庁ホームページに記載していますので、ご参照ください。

噴火速報の説明：

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/funkasokuho/funkasokuho_toha.html

火山の状況に関する解説情報は、噴火や噴煙の状況、火山性地震・微動の発生状況等の観測結

果から、火山の活動状況の解説や警戒事項について定期的に、または、火山活動に変化があった

場合に発表されます。特に、火山活動に変化があった場合に発表するものについては、火山活動

のリスクの高まりが伝わるよう、「臨時」の発表であることが情報に明記されます（平成 27 年 5

月 18 日から実施）。

噴火警報・予報をはじめとする情報は、市町村や報道機関を通じ、住民の皆様に伝えられるほか、

気象庁のホームページ（http://www.jma.go.jp）でもご覧頂けます。

７．霧島山の最近の火山活動
霧島山は宮崎県・鹿児島県の両県にまたがり、20 を超える火山からなる、北西南東方向に

30km、北東南西方向に 20km の火山群です（図７）。
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また、各センターの火山機動観測班は、常時観測火山を含む全ての火山について、活動に高ま

りが見られた場合には現地観測を実施するとともに、必要に応じて観測体制の強化を行います。

これらの観測・監視の成果に基づき、気象庁では火山の活動に関する様々な情報を発表してい

ます。これから、これらの情報について説明して行きますが、その中で重要な役割を果たしてい

る噴火警報と噴火警戒レベルについて、まずご説明します。

５．噴火警報と噴火警戒レベル
気象庁は、噴火災害軽減のため、全国 110 の活火山を対象として、観測・監視・評価の結果

に基づき噴火警報を発表しています。噴火警報は、噴火に伴って発生し生命に危険を及ぼす火山

現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、

避難までの時間的猶予がほとんどない現象）の発生やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場

合に、「警戒が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲）を明示して発表します。

例えば、「警戒が必要な範囲」が火口周辺に限られる場合は「噴火警報（火口周辺）」、「警戒が

必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合は「噴火警報（居住地域）」として発表し、海底火山につい

ては「噴火警報（周辺海域）」として発表します。これらの噴火警報は、報道機関、都道府県等の

関係機関を通じて住民のみなさんに直ちに周知されるほか、気象庁ホームページにも掲載されます。

噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じた「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「と

るべき防災対応」を５段階に区分した指標で、平成 19 年 12 月から運用が開始されたものです。

地元の自治体や関係機関で構成される火山防災協議会で、この「とるべき防災対応」が定められ

た火山で実際の運用が開始され、市町村・都道府県の「地域防災計画」にも定められます。市町

村等の防災機関では、噴火警報の発表に合わせて、あらかじめ合意された対象地域に対して迅速

に入山規制や避難勧告を行うなどの防災対応をとることができ、噴火災害の軽減につながること

が期待されます。表１は、１～５の噴火警戒レベルのそれぞれについて、対象となる範囲や必要

な避難行動等を示したものです。

噴火警戒レベルが導入されていない火山についても、「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ

場合（レベル４～５に相当）は噴火警報（居住地域）を、「警戒が必要な範囲」が火口周辺にとど

図６　火山の遠隔監視のイメージ図
（気象庁リーフレット「火山　－その監視と防災－」に加筆）
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４．気象庁の火山監視・観測体制と常時観測火山
気象庁では、全国 110 の活火山のうち、今後 100 年程度以内に噴火が発生する可能性が高い火

山、及び、噴火が発生した場合に社会的影響の大きい火山として、現在 50 の火山を常時観測火山

として選定し、地震計、傾斜計、空振計、GNSS 観測装置、遠望カメラ等の観測施設を整備してい

ます。これらの機器で観測されたデータは、関係機関のデータとともに、全国４カ所にある火山

監視・警報センターで 24 時間体制で監視されています（図５、図６）。

図４　日本付近の断面の模式図（東北地方）
（気象庁ＨＰより）

常時観測火山のうち、赤い四角で囲われた３火山（八甲
田山、十和田、弥陀ヶ原）は平成 28 年 12 月１日から
新たに追加（気象庁ＨＰに加筆）

図５　全国の活火山と火山監視・警報センター
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 これを見ると、地震はまんべんなく発生しているの

ではなく、ある部分に集中して発生していることがわか

ります。実は、日本付近では、図３に示すように４枚の

プレートと呼ばれる固い岩盤がぶつかり合っていて、そ

の結果、プレートの境界やその内部に歪みがたまり、岩

盤に破壊（断層）を生じさせます。これが地震で、プレー

ト境界では、「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖

地震」（東日本大震災）を引き起こしたような海溝型（プ

レート境界型）と呼ばれる地震を、プレートの内部では、

「平成７年（1995 年）兵庫県南部地震」（阪神・淡路大

震災）や、近年では「平成 28 年（2016 年）熊本地震」

を引き起こしたような直下型（活断層型）と呼ばれる地

震を発生させます。

日本付近のプレートの様子を模式的に描いたのが図４になります。海溝型の地震を発生させる

海のプレート（図では太平洋プレート）は、さらに深い部分で地球内部のマントルと呼ばれる部

分を溶かします。これが地表付近まで上昇、いったん溜まり、やがて地表に噴出します。これが

火山の噴火です。マントルは、地下の温度と圧力が一定の値を超えて溶け始めるため、図４に示

されているように、プレート境界から一定の距離だけ離れた所で溶け始めます。その結果、地表

に現れる火山も、プレート境界から一定の距離を置いて並ぶことになります。図１と図３を重ね

てみると、その関係がよくわかります。図１をよく見ると、中国・四国地方には火山がほとんど

ありませんが、一つの理由として、この地域ではプレートの沈み込みの角度が浅く、中国・四国

地方の下では、まだマントルが溶ける深さに達していないからと考えられています。

このように、我が国に火山が多いことと、地震が多いことは、実は同じ理由によるのです。

図２　日本付近で発生する地震の震源分布（左）
（マグニチュード　4.0 以上　深さ 0～ 300km期間 2000 年～ 2014 年）
気象庁の他、関係機関（＊）のデータを基に作成

＊�平成28年3月末現在：国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大
学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大
学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国
土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、青森県、東京都、静岡
県、神奈川県温泉地学研究所、米国大学間地震学研究連合（IRIS）

図３　日本付近のプレートの分布
（矢印はプレートの動き）（気象庁ＨＰより）
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１．はじめに
日本には数多くの火山があり、美しい風景や温泉などの観光資源としてだけでなく、火山灰な

どの噴出物が風化して肥沃な土壌をもたらすなど、私たちに大きな恩恵をもたらしてきました。

しかし、火山はひとたび噴火すれば、噴石や溶岩、火山灰などによって、大きな災害を引き起こ

す場合があります。

気象庁は、火山災害を軽減するため、全国の活火山を監視し、異常が認められた場合には様々

な情報を発表しています。ここでは、火山の成り立ちから始め、気象庁による全国の活火山の監

視と情報の発表について解説し、あわせて、最近の霧島山火山の活動状況について概観します。

２．日本の活火山
世界には約 1,500 の活火山があります。そのうち日本には 110 の活火山があり（図１）、日本

は世界でも有数の火山国といえます。

日本では、昭和 40 年代は噴火記録のある山や活発な噴気活動がある山が活火山とされていまし

たが、1991（平成 3）年には過去およそ 2000 年以内に噴火した火山となり、2003（平成 15）

年に国際的な定義に沿って、「過去１万年以内に噴火した火山、もしくは現在活発な噴気活動の

ある火山」と定義し直されました。たとえば、富士山を休火山と教わった方も多いと思いますが、

現在は休火山や死火山という定義はなく、富士山も立派な活火山として気象庁の監視の対象となっ

ています。

３．火山の成因
図２は、2000 年から 2014 年までの 15 年間に日本とその周辺で発生した地震のうち、マグニ

チュードが 4.0 以上、震源の深さが 300km より浅い地震の震源の分布です。図中にプロットされ

ているシンボルは、震源の深さによって、0 ～ 100km までのものは赤、100km ～ 300km のやや

深いものは青く色分けされています。

図１　我が国の活火山の分布（気象庁ＨＰより）
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